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北
朝
惰
唐
時
代
に
お
け
る
漢
族
士
大
夫
の
教
育
構
造

長

部

J院

ヲム

序
第

一
章

北
朝
惰
唐
時
代
の
開
母
校

第
二
章
血
族
に
よ
る
教
育
月

第
三
一
章
姻
族
に
よ
る
教
育

第

一
節
男
性
に
よ
る
数
育

第
二
節
女
性
に
よ
る
教
育

結

語
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序

六
朝
惰
唐
時
代
の
士
大
夫
に
と
り
、
皐
聞
を
身
に
附
け
て
い
る
こ
と
が
、
士
大
夫
と
し
て
認
め
ら
れ
る
必
須
篠
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
従
来

(
1
)
 

の
研
究
か
ら
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
士
大
夫
が
皐
聞
を
数
わ
っ

た
場
に
眼
を
時
ず
る
と
、
六
朝
時
代
に
は
数
芹
の
中
心
が
皐
校
で
は

(
2
)
 

士
大
夫
の
家
族
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
陳
寅
俗
氏
に
よ
り
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
士
大
夫
が
六
朝
時
代
に
は
家
を
嬢
黙
に
皐
聞
を
子
弟

な
く
、

に
敬
芹
し
、
代
々
俸
承
す
る
構
造
が
成
立
し
て
い
た
の
だ
が
、
逆
に
言
い
換
え
る
と
、
開
学
聞
を
代
々
停
え
る
家
が
六
朝
時
代
に
は
士
大
夫
の
家

と
認
め
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

唐
代
の
数
芹
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
賀
秋
五
郎
氏
が
園
家
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
皐
校
を
中
心
に
、
最
も
丹
念
に
技
連
さ
れ
た
。
唐
代
の



園
立
拳
校
は
貞
観
時
代
に
最
盛
期
を
迎
え
る
が
、
か
か
る
盛
況
は
爾
後
援
わ
り
な
く
存
績
し
た
の
で
は
な
く
、
唐
末
ま
で
幾
度
か
の
中
絶
を
程

(
3
)
 

て
い
る
こ
と
は
、
氏
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
園
立
開
母
校
の
中
絶
期
に
、
士
大
夫
が
何
慮
で
子
弟
を
教
育
し

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
士
大
夫
に
と
り
、
緊
要
事
と
言
っ
て
よ
い
皐
聞
の
習
得
が
、
園
立
何学
校
に
専
ら
頼
り
、
そ
の
盛
衰
に
左
右
さ

か
く
考
え
る
と
、
唐
代
に
お
い
て
園
立
拳
校
の
盛
衰
に
影
響
さ
れ
ず
、
士
大
夫
が
中
断
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
恒
久
的
に
皐
聞
を
曾
得
す
る
安
定
し
た
構
造
が
成
立
し
て
い
た
も
の
と
諜
測
さ
れ
る
。
今
日
ま
で
の
研
究
で
は
、
か
か
る
構

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

造
は
唐
代
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
六
朝
時
代
に
つ
い
て
も
、

ま
だ
十
分
考
究
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
六
朝
時
代
に
ま
で
範
圏
を
及
ぼ
し

て
、
か
か
る
構
造
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

さ
て
、
六
朝
惰
唐
時
代
に
お
け
る
士
大
夫
の
教
育
の
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
五
胡
十
六
園
時
代
以
来
、
北
中
園
で
非
漢
民
族
の
侵

入
・
統
治
を
被
っ
た
り
、
北
貌
末
、
六
鎮
の
範
、
唐
代
の
安
史
の
凱
な
ど
戦
観
と
遭
遇
し
た
り
し
な
が
ら
も
、
漢
族
た
る
士
大
夫
が
中
絶
の
危

機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
漢
文
化
の
精
華
で
あ
る
皐
聞
を
後
世
に
停
え
得
た
秘
訣
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
明
ら
か
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

の
は
、
文
化
停
承
の
構
造
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
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一
般
に
、
人
間
形
成
の
上
で
家
庭
や
皐
校
に
お
い
て
受
け
る
教
育
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
教
育

を
等
閑
親
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
間
理
解
は
不
十
分
な
も
の
と
な
ろ
う
。
更
に
数
斉
を
遁
し
て
各
人
の
債
値
観
が
培
わ
れ
、
そ
れ
が
根
底
に
存

在
し
て
政
治
的
な
行
動
や
社
曾
的
な
行
局
と
し
て
表
面
に
現
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
貼
、
皐
聞
を
睦
得
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ

た
六
朝
惰
唐
時
代
の
土
大
夫
も
ま
た
、
例
外
た
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
六
朝
惰
唐
時
代
に
お
い
て
、
官
或
い
は
士
と
し
て
、
園
家
機
構
や
枇
舎

の
上
屠
の
地
位
を
占
め
た
士
大
夫
唐
が
、
行
動
規
範
を
錬
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
教
育
の
貫
態
構
造
を
考
察
し
た
な
ら
ば
、
嘗
一
該
時
代
の
園
家

と
吐
舎
に
劃
す
る
理
解
を
深
め
る
一
助
と
な
り
得
る
も
の
と
殻
想
さ
れ
る
。
か
く
期
待
さ
れ
る
が
た
め
に
、
小
論
で
は
時
代
を
北
朝
時
代
か
ら

陪
唐
時
代
ま
で
に
設
定
し
て
、

士
大
夫
の
債
値
観
は
さ
て
措
く
と
し
て
、
教
育
の
貫
態
構
造
を
考
究
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
南
朝
を
考
察
の
針
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象
か
ら
外
し
た
理
由
は
、
南
朝
関
係
の
資
料
に
嘗
た
る
徐
裕
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
ヵ:

北
朝
(
北
中
園
)
に
そ
の
考
察
針
象
を
限
つ
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て
も
、

異
民
族
の
侵
入

・
統
治
を
直
接
受
け
て
い
た
北
中
園
の
方
に
お
い
て
こ
そ
、

南
朝

(南
中
園
)
に
お
レ
て
よ
り

思十
問
縫
承
の
方
法
が

士
大
夫
に
と
り
切
寅
な
問
題
で
あ
り
、
縫
承
方
法
が
よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
小
論
で
は
、
漢
族
土
大
夫
の
皐

問
傍
承
の
構
造
を
岡
明
に
す
る
第

一
歩
と
し
て
、
北
現

・
北
斉

・
北
周

・
惰

・
唐
の
各
園
家
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
皐
校
の
運
営
欣
況
を
術
敵
す

る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

北
朝
晴
唐
時
代
の
開学
校

『
親
書
』
加
儒
林
倖
序
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
儒
林
停
序
の
記
述
に
は
不
備
な
黙
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
に
注
意
し
つ
つ
み
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
北
貌
で
は
、
太
租
遁
武
一帝
時
代
会
一
八
六
l
四
O
九
)
に

(
園
子
)
太
皐
が
設
置
さ
れ
た
。
太
宗

明
元
一帝
時
代
(
四
O
九
l
四一

一一一一〉に
園
子
(
太
)
皐
が
中
書
皐
に
改
め
ら
れ
た
。
世
組
太
武
一帝
時
代
、
四
二
六
年
(
始
光
三
)
に
は
、
別
に
太
皐

北
貌
代
の
皐
校
制
度
は

を
建
て

顕
租
献
文
一帝一
時
代
、

四
六
六
年
(
天
安
元
)
に
は
郡
毎
に
郷
皐
を
設
け
た
。

高
祖
孝
文
一帝
の
太
和
年
間
(
四
七
七
|
四
九
九
)
に
は
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中
書
墜
を
因
子
同学
に
改
め
、
皇
子
の
向学
を
聞
き
、

洛
陽
遷
都
後
に
は
園
子
太
皐

・
四
門
小
謬
を
立
て
た
。
こ
の
後
、
園
子
太
皐

・
四
門
小
泉
が

駿
絶
し
た
の
で
あ
ろ
う
、

世
宗
宣
武
一帝
時
代
(
四
九
九
1

五
一
五
)
に
は

園
皐
と
小
皐
を
立
て
た
。

ま
た
そ
の
後
園
皐
が
途
絶
し
た
の
で
あ
ろ

ぅ
、
粛
宗
孝
明
一帝
の
神
亀
年
間
(
五
一

八

五
二
O
)
に
園
祭
を
立
て
よ
う
と
す
る
が
、
中
止
し
、

親
が
内
凱
に
陥
っ
た
、

五
二

一
年
(
正
光
二
)
、
園
祭
を
建
て
た
。
北

敬
宗
孝
荘
一帝
時
代
の
孝
昌
年
開
(
五
二
五
1

五
二
八
)
よ
り
後
に
は
各
地
の
摩
校
が
贋
絶
し
、

孝
武
一帝
の
、
永
田
川年
開
(
五

一
一
一
-
|
五
三
四
〉
に
は
園
皐
を
再
び
聞
い
た
。

『情
書
』
訂
百
官
志
中
に
よ
る
と
、
中
央
に
園
子
寺
を
置
き
、

(

4

)

 

北
周
で
は
王
仲
坐
撰
『
北
周
六
典
』
4
春
官
府
(
二
四
六
頁
〉
に
よ
る
と
、
中
央
に
太
皐
が
あ
り
、
更
に

『
周
書
』

5
武一
帝
紀
天
和
二
年
(
五

北
湾
代
に
は

『北
開門
書
』
叫
儒
林
俸
に
よ
る
と
地
方
に
郡
皐
を
聞
い
た
。

六
七
)
の
候
に
よ
る
と

露
門
拳
を
設
置
し
た
。
地
方
に
は
『
北
周
六
典
』
4
春
官
府
9
に
よ
る
と
、
州
と
豚
に
線
管
皐

・
鯨
問円子
を
各
々
設
置

し
た
。



『
暗
室
百
』
お
百
官
志
下
に
よ
る
と
、
中
央
に
園
子
祭
・
太
皐
・
四
門
拳
・
書
算
拳
を
設
け
、

方
に
州
拳
と
鯨
四
月
子
が
存
置
さ
れ
て
い
た
。

情
代
に
は

『
惰
書
』
百
劉
肱
停
に
よ
る
と
地

唐
代
に
は
、
『
新
唐
書
』
川
抽
選
奉
志
上
(
以
下
、

四
門
拳
・
律
皐
・
書
皐
・
算
民
干
の
六
皐
が
存
在
し
、
地
方
に
は
州
皐
・
鯨
挙
が
置
か
れ
た
。

『
新
唐
書
』
は

『
新
』
と
略
稽
)
に
よ
る
と
、
中
央
に
は
園
子
監
に
属
す
る
園
子
皐
・
太
皐

か
く
見
来
た
る
と
、
北
貌
か
ら
唐
代
に
か
け
て
、
中
央
に
は
園
子
皐

・
太
皐
、
地
方
に
は
州
拳

・
豚
皐
な
ど
の
皐
校
が
、
園
立
の
数
育
機
関

と
し
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
北
貌
か
ら
唐
代
ま
で
、
か
く
制
度
上
、
皐
校
が
整
備
さ
れ
た
の
は
わ
か
る
が
、

ら
、
制
度
上
整
備
さ
れ
た
こ
と
と
、
現
買
に
絶
え
ず
機
能
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
そ
の
貼
を
み
て
み
よ
う
。

し
か
し
な
が

北
説

か

ら

唐

ま

で

同

学

校

が

し

ば

し

ば

そ

の

本

来

の

教

育

機

能

を

停

止

し

、

底

絶

し

た

り

し

た

。

北

貌

代

で

は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
親
書
』
但
儒
林
傍
序
の
記
述
か
ら
、
孝
文
一
帝
と
宣
武
一
帝
の
聞
の
時
代
に
園
子
太
皐
と
四
門
小
皐
が
蔵
さ
れ
た
と

開
庖
休
業
献
態
に
陥
っ
た
り
、

考
え
ら
れ
、
宣
武
一
帝
と
孝
明
一
帝
一
の
聞
の
時
代
に
園
皐
が
途
絶
し
、
北
貌
末
六
鎮
の
能
が
庚
が
っ
た
、
孝
荘
一
帝
と
孝
武
一
帝
一
の
聞
の
時
代
に
、
園
皐

園
皐
博
士
は
ほ
と
ん
ど
講
義
を
し
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
(
『
貌
書
』
臼
李
郁
俸
)
。

北
斉
で
は
園
子

は
再
び
絶
え
た
。

園
準
の
存
す
る
時
も
、
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寺
・
郡
皐
の
官
を
動
功
を
挙
げ
た
人
に
賦
興
す
る
が
故
に
、
向
学
校
が
本
来
の
役
割
を
果
た
さ
ず
、

土
人
も
郡
皐
に
入
る
の
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た

(
『
北
斉
書
』
似
儒
林
俸
序
)
。
惰
代
に
は
、
六

O
O年
(
開
皇
二

O
)
に
太
皐
に
博
士
二
人
、
皐
生
七
二
人
を
残
す
だ
け
で
、
園
子
準
・
四
門
皐
・

州
民
平
・
牒
摩
を
底
止
し
、
翠
校
の
敷
を
減
ら
し
た
(
『
惰
書
』
万
劉
舷
俸
)
。

唐
代
に
お
い
て
土
大
夫
の
受
け
た
数
斉
が
園
家
か
ら
寅
際
に
評
債
さ
れ
る
機
舎
が
、
科
奉
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
号
一
口
を
侠
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
唐
代
士
大
夫
の
教官
月
構
造
を
、
科
拳
を
通
し
て
み
て
み
よ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
唐
代
に
お
け
る
園
立
拳
校
の
運
営
朕
況
と
士
大

夫
の
向
学
校
に
射
す
る
評
債
と
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
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唐
代
の
園
立
準
校
(
園
子
監
)
は
、

る
。
安
史
の
凱
よ
り
前
、

七
五
五
年
(
天
賓
一
四
)
に
起
き
た
安
史
の
凱
を
境
に
、

そ
の
機
能
を
ほ
ぼ
失
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え

園
立
豪
校
は
六
三
一
年
(
貞
翻
五
)
に
皐
舎
一
二

O
O聞
を
増
築
し
、

畢
生
の
定
員
も
三
二
六

O
人
に
増
や
し
た
の
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み
な
ら
ず
、
高
句
麗

・
百
済

・
新
羅
・
高
昌

・
吐
蕃
諸
園
の
酋
長
が
子
弟
の
入
間
四
千
を
要
請
し
、

八
O
O
O人
徐
り
に
ま
で
膨
れ
上
が
り
、
最
盛

期
を
迎
え
た
(
『通
地
ハ』

臼
、
艦
県
内
大
型
)
。

五
O
年
後
の
永
淳
年
間
(
六
八
一
丁
六
八
三
)
以
来

二
O
年
開
、

章
嗣
立
が
謹
言
す
る
如
く
永

淳
年
間
よ
り
二

O
年
齢
り
園
皐
の
桜
能
が
停
止
し
た
(
『
蓄
唐
書
』
印
章
嗣
立
博
。
以下、

『
奮
唐
書
』
は

『奮』

と
略
稽
)
。

そ
の
後
、
園
皐
は
持

ち
直
し
暫
く
存
績
す
る
が

七
五
五
年
(
天
賓

一
四
)
に
、

勃
鼓
し
た
安
史
の
凱
に
よ
り
致
命
的
打
撃
を
受
け
た
。

安
史
の
範
で
園
子
監
の
建

物
が
援
れ
、
兵
士
が
そ
こ
に
宿
を
借
り
て
い
る
の
を
見
て
湛
ま
り
か
ね
た
粛
析
が
七
六
五
年
(
永
泰
元
)
に
門
学
校
を
慶
し
て
は
な
ら
な
い
と
上

言
し
た
の
を
受
け
(
『
新
』
川
新
所
体
)
、
朝
廷
は
七
六
六
年
(
大
暦
元
)
に
園
子
監
を
修
復
す
る
が
(
『資
治
通
鑑
』
川
大
暦
元
年
〔
七
六
六
〕
の
候)、

往
時
の
隆
盛
を
取
り
戻
す
こ
と
は
最
早
か
な
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
新
園
子
監
は
皐
生
の
定
員
が
嘗
初
な
く
、

八
O
七
年
(
元
和
二
)
に
至
り
は

じ
め
て
定
ま
っ

た
。
首
時
西
京
長
安
の
因
子
監
は
定
員
が
五
五

O
人
、
新
た
に
設
置
し
た
東
都
洛
陽
の
園
子
監
は
一

O
O人
で
、
商
都
の
園
子

監
の
皐
生
は
合
計
六
五

O
人
で
あ
っ
た
(
『新
』
似
選
翠
志
上
)
。
こ
れ
は
最
盛
時
と
誼
わ
れ
た
貞
翻
時
代
の
定
員
三
二
六

O
人
に
溢
か
に
及
ば
な

い
ば
か
り
か

六
六
二
年
(
龍
朔
二
)
に
定
め
た
員
数
二
二
一

O
人
に
も
揃
た
ず
、

そ
の
三
分
の
一
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
(
『
新
』

μ
選
参
志
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上
)
。

か
く
低
く
定
員
数
を
設
け
て
も
、

八
一
九
年
(
元
和
一
四
)
に
園
子
祭
酒
で
あ
っ
た
鄭
齢
慶
が
、
太
閤
平
が
安
史
の
凱
以
来
荒
鹿
に
闘
し
生

徒
が
離
散
し
た
の
で
、
文
官
の
月
俸
中
、

百
分
の

一
を
そ
の
修
理
費
に
嘗
て
る
よ
う
上
請
す
る
ほ
ど
の
衰
亡
ぶ
り
で
あ
っ
た
(
『
醤
』
川
飾品跡

度
俸
)
。

と
こ
ろ
で
、
園
立
皐
校
衰
退
の
原
因
は
、
安
史
の
乱
だ
け
で
な
い
。
士
大
夫
の
同
学
校
に
射
す
る
評
慣
が
饗
化
し
た
こ
と
も
大
き
く
関
わ
る
。

安
史
の
範
よ
り
前
、
開
元
以
前
に
は
雨
都
の
園
子
監
を
経
な
い
進
士
は
恥
と
さ
れ
た
(
『
唐
撚
言
』
1
「一隅監」)。

す
る
士
大
夫
の
許
慣
も
、
安
史
の
慌
を
待
た
ず
し
て
、
そ
の
前
夜
で
あ
る
天
賓
時
代
に
、

し
か
し
な
が
ら

園
子
監
に
封

一
縛
し
て
下
落
し
た
。
そ
の
結
果
、
園
子
監
は
入
製

者
が
減
り

劃
抗
策
と
し
て
慶
文
館
を
別
に
立
て
た
。

士
大
夫
の
か
か
る
志
向
は
押
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

安
史
の
飽
後
、

と
り
わ
け

て
も
貞
元
(
七
八
五
|
八

O
五
)
以
降
、
同
学
校
は
士
大
夫
の
蔑
親
の
的
と
化
し
、

士
大
夫
の
子
弟
は
入
撃
を
忌
避
し
た
(
『
唐
撚
言
』
1
「郷貢」、

『朱

文
公
校
昌
務
先
生
集
』

幻
「
訪
復
図
子
院
生
徒
欣
」
)
。

唐
朝
は
科
翠
に
雁
ず
る
土
大
夫
に
受
験
資
格
を
輿
え
る
後
件
と
し
て

園
子
監

・
州
牒
皐
に



入
る
こ
と
を
、
七
六
四
年
〈
康
徳
二
)
(
『
唐
掠
言
』
1
「
雨
監
」
)
、
八
三
三
年
(
太
和
七
)
〈
『
唐
曾
要
』
お

「
拳
校
」
、
『
文
献
遁
考
』
H
U

息
子
校
考
3

「太皐」)、

八
四
五
年
(
舎
昌
五
)
(
『唐
曾
要
』
お
「
畢
校
」
、
『
文
献
遁
考
』
M
U

皐
校
考
3

「
太
拳
」
)
の
三
度
に
亙
り
、
義
務
付
け
た
。
か
く
も
繰
り
返
し
園
立
準

校
へ
の
入
皐
を
強
制
し
た
背
景
に
は
、

士
大
夫
の
拳
校
に
射
す
る
蔑
現
観
念
が
牢
固
と
し
て
拭
い
難
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

唐
代
の
園
立
同
学
校
は
七
五
五
年
(
天
賓
一
四
)
に
起
こ
っ
た
安
史
の
凱
と
、
天
賓
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
士
大

夫
の
圏
立
聞
学
校
に
劃
す
る
許
債
の
下
落
と
が
相
侯
っ
て
安
史
の
範
以
降
、
教
育
機
関
と
し
て
の
機
能
を
著
し
く
失
墜
し
た
の
で
あ
っ
た
。

で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、

さ
て
、
科
奉
合
格
者
数
の
推
移
を
、
息
ナ
校
が
倒
壊
す
る
契
機
と
な
っ
た
安
史
の
凱
を
境
に
、

『
文
献
通
考
』
却
選
奉
考
2
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
「
唐
登
科
記
線
目
」
を
参
照
し
て
整
理
し
、
果
た
し
て
安
史
の
蹴
に
よ
り
皐
校
が
そ
の
機
能
を
失
っ
た
結
果
、
科
事
の
合
格
者
数
に
饗
動
が

生
じ
た
か
否
か
、
確
め
て
み
よ
う
。

唐
初
、
六
一
八
年
(
武
徳
元
〉
か
ら
七
五
六
年
(
天
賓
一
五
)
ま
で
、

一
三
九
年
聞
の
秀
才
・
進
土
・
上
書
奔
官
・
制
科
を
合
わ
せ
た
科
奉

合
格
者
は
二
九
八
九
人
、

進
土
合
格
者
は
二
七
五
五
人
で
、

一
年
卒
均
、

科
事
合
格
者
は
一
二
・
五
人
、

準
士
合
格
者
は
一
九
・
八
人
で
あ
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る
。
安
史
の
凱
以
降
、
唐
末
ま
で
、
七
五
七
年
(
至
徳
二
)
か
ら
九

O
七
年
(
天
一
筋
四
)
ま
で
の
一
五
一
年
聞
に
お
け
る
科
奉
合
格
者
は
四
九
八

一
人
、
進
士
合
格
者
は
三
九

O
二
人
で
、

一
年
卒
均
、
科
翠
合
格
者
は
三
三・

O
人
、
準
士
合
格
者
は
二
五
・

八
人
で
あ
る
。
安
史
の
蹴
よ
り

前
と
安
史
の
凱
以
降
の
科
皐
合
格
者
数
を
比
較
す
る
と
、
前
者
よ
り
後
者
の
方
が
一
九
九
二
人
多
く
、
進
士
合
格
者
は
前
者
よ
り
後
者
の
方
が

一
一
四
七
人
増
え
た
。
科
事
合
格
者
数

・
進
士
合
格
者
数
の
い
ず
れ
も
、
安
史
の
凱
以
降
、
多
く
増
加
し
た
の
が
認
め
ら
れ
る
。
尤
も
安
史
の

飢
よ
り
前
が

二
ニ
九
年
で
あ
る
の
に
封
し
、
安
史
の
凱
以
降
が
一
五
一
年
で
二
一
年
長
い
故
、
そ
の
分
、
後
者
の
合
格
者
数
が
多
い
の
は
嘗
然

で
あ
ろ
う
が
、

一
年
嘗
た
り
の
卒
均
合
格
者
数
を
比
較
す
る
と
、
唐
前
半
期
の
科
挙
金
鍾
の
合
格
者
の
卒
均
敷
は
一
二
・
五
人
、
後
半
期
の
そ

れ
は
三
三
・

O
人
で
あ
り
、
前
牢
期
に
お
け
る
進
士
合
格
者
卒
均
は

一
九
・
八
人
、
後
牢
期
の
そ
れ
は
二
五
・
八
人
で
あ
る
。
科
奉
全
佳
の
年

卒
均
合
格
者
は
、
前
学
期
よ
り
後
牢
期
の
方
が
一
一
・
五
人
、
進
土
科
の
年
卒
均
合
格
者
は
前
半
期
よ
り
後
牢
期
の
方
が
六
・

O
人
、
各
々
多
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く
、
唐
代
前
牢
期
か
ら
後
牢
期
に
か
け
て
、
科
奉
合
格
者
が
増
え
た
と
言
え
る
。
後
牢
期
を
更
に
、

七
五
七
年
(
至
徳
元
)
か
ら
粛
正
引
が
園
子
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監
を
修
復
す
る
よ
う
に
上
言
し
た
七
六
五
年
(
氷
泰
元
)
ま
で
、

七
五
七
年
か
ら
園
子
監
の
定
員
を
決
め
た
八

O
七
年
(
元
和
二
)
ま
で
、

七
五

七
年
か
ら
鄭
徐
慶
が
修
復
す
る
よ
う
進
言
し
た
八
一
九
年
(
元
和
一
四
)
ま
で
の
三
時
期
を
設
定
し
て
、
園
立
準
校
の
衰
微
が
科
翠
合
格
者
数

に
饗
化
を
も
た
ら
し
た
か
否
か
、
み
て
み
よ
う
。
因
み
に
以
上
の
三
時
期
の
起
貼
を
七
五
七
年
に
取
っ
た
の
は
、
七
六
五
年
の
粛
析
の
上
言
を

記
し
た
絞
述
、

八
O
七
年
の
園
子
監
の
定
員
の
設
定
し
た
の
を
記
し
た
銃
述
、

八

一
九
年
の
鄭
徐
慶
の
上
言
を
記
し
た
絞
述
の
い
ず
れ
も
、
園

子
監
の
荒
肢
が
七
五
五
年
(
天
賓
一
四
)
に
起
き
た
安
史
の
凱
に
開
国
す
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

七
五
七
年
か
ら
七
六
五
年
ま
で

の

九
年
聞
の
科
奉
合
格
者
は
二

O
六
人
で
、
準
土
合
格
者
数
は
二

O
六
人
で
、
各
々
一
年
嘗
た
り
の
卒
均
合
格
者
数
は
い
ず
れ
も
二
二
・
九
人
で

あ
る
。
七
五
七
年
か
ら
八

O
七
年
ま
で
の
五
一
年
聞
の
科
事
合
格
者
は
一
一

O
一
人
で
、
準
土
合
格
者
は
一

O
八
五
人
で
あ
り
、
各
々
一
年
首

た
り
の
卒
均
合
格
者
数
は
一
二
・
六
人
、
一
二
・
三
人
で
あ
る
。
七
五
七
年
か
ら
八
一
九
年
ま
で
の
六
三
年
聞
に
は
科
奉
合
格
者
は
一
七
九
七

人
で
、
準
土
合
格
者
は
一
五
八
三
人
で
あ
り

一
年
嘗
た
り
の
卒
均
合
格
者
数
は
各
々

二
八

・
五
人
、
二
五

・
一
人
で
あ
る
。

五
人
ず
つ
少
な
い
。
準
土
合
格
者
の
年
平
均
数
は
各
々
二
・
九
人
、

四
・
五
人
、

0
・
七
人
ず
つ
少
な
い
。

七
五
七
J
八
一
九
年
は
四
・

か
く
唐
代
後
半
期
の
皐
校
が
停
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摩
の
年
卒
均
合
格
者
数
に
比
べ
て
七
五
七
J
七
六
五
年
は
一

0
・
一
人
、

こ
こ
で
各
時
期
に
お
け
る
科
奉
全
穫
の
年
卒
均
合
格
者
数
と
進
土
の
年
卒
均
合
格
者
数
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
先
ず
唐
代
後
半
期
金
鍾
の
科

七
五
七
J
八
O
七
年
は
一
一
・
四
人
、

止
し
た
時
期
の
科
奉
合
格
者
・
進
士
合
格
者
の
年
卒
均
数
は
、
唐
代
後
牢
期
全
鐙
の
そ
れ
ら
に
比
べ
て
低
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
唐
代
前
牢
期

の
科
禦
合
格
者
・
進
士
合
格
者
の
年
卒
均
敢
に
比
べ
る
と
、
七
五
七
J
七
六
五
年
は
各
々
一
・
四
人
、
三
・
一
人
ず
つ
多
く
、
七
五
七
J
八
O

七
年
は
各
々

0
・
一
人
、

0
・
五
人
ず
つ
多
く
、
七
五
七
J
八
一
九
年
は
各
々
七
・

O
人、

五
・
三
人
ず
つ
多
い
。
唐
代
前
中
十
期
に
は
翠
校
が

比
較
的
順
調
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
に
射
し
、
唐
代
後
牢
期
の
上
述
の
三
時
期
は
皐
校
が
ほ
ぼ
停
止
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
停
止
し
て

い
た
時
期
の
方
が
科
翠
・
準
土
の
年
卒
均
合
格
者
数
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
科
家
に
鷹
じ
た
土
大
夫
が
専
ら
園
家
に
よ
り
建
て
ら
れ
運
営
さ

れ
た
聞
学
校
に
依
存
し
て
皐
間
数
育
を
進
め
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
唐
前
牢
期
で
開
学
校
が
中
断
し
た
六
八
二
年

(
永
淳
元
)
か
ら
六
九
九
年
(
聖
暦
二
〉
ま
で
の
一
八
年
聞
の
科
摩
合
格
者
数
は
六

O
八
人
、

進
士
合
格
者
数
は
四
八
五
人
で
、
各
々
年
卒
均



三
・
八
人
、
二
六
・
九
人
で
あ
り
、
唐
前
牢
期
に
比
べ
各
々
一
二
・
三
人
、
七

・
一
人
ず
つ
多
く
、

次
に
北
朝
晴
唐
時
代
の
就
同
学
年
齢
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
北
朝
で
は
、
李
謡
が
一
八
歳
で
四
門
拳
に
入
拳
(
『
北
史
』
お
李
孝
伯
惇
)
、

一
二
歳
で
郡
撃
に
入
り
(
『
北
脅
書
』

μ
杜
弼
俸
〉
、
徐
之
才
は
二
二
歳
(
『
北
開
門
書
』
お
徐
之
才
俸
〉
、
楊
向
希
は

一
一
歳
〈
『
階
書
』
必
楊
向
希
俸
〉
で

各
々
太
皐
に
入
り
、
十
代
に
大
瞳
就
拳
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
唐
代
で
も
、
中
央
の
律
撃
は
一
八
J
二
五
歳
が
就
皐
年
齢
で
あ
っ
た
の
を

除
き
、
中
央
の
園
子
皐
・
太
拳
・
四
門
拳

・
書
向
島
ナ
・
算
準
、
地
方
の
州
皐
・
牒
象
は
一
四
J
一
九
歳
で
、
十
代
が
就
拳
年
齢
で
あ
っ
た
(
『
新
』

こ
の
推
論
を
芳
誼
す
る
で
あ
ろ
う
。

杜
弼
が

H
H

遺
筆
士
山
上
)
。

園
立
の
数
芹
機
闘
以
外
に
、
教
育
機
関
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
が
私
塾
で
あ
る
。
私
塾
は
私
人
が
運
営
し
た
黙
か
ら
み
る
と
私
的
機
関
だ

が
、
肉
親
以
外
の
人
々
に
も
門
戸
を
開
放
し
て
い
る
貼
か
ら
み
る
と
、
公
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
る
。
私
塾
は
特
に
北
商
代
に
盛
ん

で
、
大
勢
の
人
々
が
熱
心
に
良
師
を
訪
ね
歩
き
、

な
か
で
も
徐
遵
明
の
門
下
か
ら
優
秀
な
経
皐
者
を
輩
出
し
た
(
『
北
斉
書
』
H
H

儒
林
俸
序
〉
。

挙
聞
を
習
う
所
が
、
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私
塾
へ
の
就
拳
年
齢
は
、
説
質
が
一
四
歳
の
時
に
母
親
が
幼
い
と
い
う
理
由
で
許
さ
な
か
っ
た
の
を
振
り
切
っ
て
徐
遵
明
の
塾
に
赴
き
(『北

史
』
弱
貌
質
俸
)
、
ロ
臼
思
穫
が

一
四
歳
で
徐
遭
明
に
就
く
な
ど
(
『
周
書
』
お
呂
思
雄
俸
)
、
十
代
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

皐
校

に
せ
よ
私
塾
に
せ
よ
、
そ
こ
で
皐
ぶ
に
は
多
く
は
家
を
離
れ
て
生
活
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
家
を
離
れ
た
生
活
に
耐
え
る
の
に

は
、
年
齢
が
十
代
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

士
大
夫
の
子
弟
は
、
例
え
ば
李
誼
が
一
八
歳
で
四
門
拳
に
上
が
る
前
、

遁
じ
て
い
た
如
く
〈
『
北
史
』
犯
し
李
諮
侍
〉
、
十
代
に
聞
学
校
に
上
が
る
前
に
経
書
を
習
っ
て
い
た
。
中
に
は
例
え
ば
三
歳
で
『
孝
鰹
』
を
謹
ん
だ
顔

通
例
、

一
三
歳
に
し
て
『
孝
経
』
・
『
論
語
』

・
『
毛
詩
』
・
『
尚
書
』
に

之
儀
(
「
周
書
』

ω顔
之
儀
俸
〉
、

七
歳
で
『
周
易
』
や
『
毛
詩
』
を
請
し
得
た
呂
方
毅
(
『
奮
』
乃
呂
方
毅
停
)
の
如
く
、
幼
児
期
に
皐
聞
を
習
っ
た

者
も
認
め
ら
れ
る
。

か
く
就
皐
前
に
、
漢
族
土
大
夫
の
子
弟
が
皐
聞
を
習
っ
た
場
所
は
、
皐
校
で
も
私
塾
な
く
、
恐
ら
く
家
庭
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
漢
族
土
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大
夫
の
場
合
、
六
朝
時
代
家
に
お
い
て
代
々
準
聞
を
停
え
て
き
た
と
言
わ
れ
る
が
、
就
皐
前
に
既
に
家
庭
で
皐
聞
を
習
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
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る
と
こ
ろ
か
ら
、
漢
族
土
大
夫
の
皐
問
教
育
の
基
本
は
家
庭
に
あ
り
、
園
家
が
設
立
・
運
営
し
た
皐
校
の
消
長
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
学

聞
を
後
世
に
停
え
得
た
と
言
い
得
ょ
う
。
漢
族
士
大
夫
は
、
子
弟
数
官
月
の
上
で
園
家
の
数
斉
機
関
に
専
ら
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た

と
い
う
一
意
味
で
、
園
家
か
ら
猫
立
し
て
家
を
基
本
軍
位
と
し
て
皐
聞
を
縫
承
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
前
に
み
た
如
く
北
朝
惰
唐
期
の
園
立
皐

校
は
六
鎮
の
飢
や
安
史
の
飢
の
よ
う
な
戦
凱
に
よ
り
機
能
を
停
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
士
大
夫
は
家
を
披
貼
に
翠
聞
を
連
綿
と
惇
え
、
首

時
の
翠
聞
を
捨
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
漢
族
士
大
夫
は
各
家
が
全
く
他
の
家
と
の
横
の
連
繋
な
し
に
皐
聞
を
継
承
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
家
が
軍
濁
で
な
く
、

他
の
家
と
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
学
問
縫
承
の
確
貫
性
が
増
す
と
珠
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
か
か
る
問
題
を
究
現
し
よ
う
と
思
う
が
、

そ

の
前
に
先
ず
基
本
に
立
ち
返
っ
て
、
漢
族
士
大
夫
の
家
庭
内
で
の
数
官
月
の
構
造
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

土
大
夫
の
家
庭
に
お
い
て
、
子
弟
数
官
月
の
責
め
を
負
っ
た
者
と
し
て
、
儒
数
的
教
養
を
身
に
附
け
、

士
大
夫
と
し
て
世
に
認
め
ら
れ
て
い
た
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第
二
章

血
族
に
よ
る
数
斉

父
親
を
最
初
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
極
く
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彰
城
郡
出
身
の
歴
史
家
劉
知
幾
は
、
幼
年
時
代
に
父
親
劉
臓
器
に
答
打

た
れ
な
が
ら

『
古
文
向
書
』
を
皐
び
、

そ
の
後
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
兄
と
机
を
並
べ
て
父
の
『
春
秋
左
氏
停
』
の
講
義
を
聴
く
の
を
許
さ
れ
た
経

ま
た
惰
代
の
重
臣
で
武
功
郡
出
身
の
蘇
威
は
、
隔
の
文
一
帝
に
向
っ
て
西
現
政
権
で
買
力
者
字
文

緯
を
述
懐
し
て
い
る
(
『
史
通
』
叩
「
白
叙
」
)
。

泰
の
輔
弼
で
あ
っ
た
父
蘇
綜
が
『
孝
程
』

一
巻
を
讃
め
ば
身
を
立
て
園
を
治
め
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
説
い
た
と
告
げ
て
レ
る
が
、
恐
ら
く
蘇

威
は
父
蘇
縛
か
ら
『
孝
程
』
の
手
伝
ど
き
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
ハ
『
陪
書
』

布
何
安
俸)。

父
親
は
一
家
の
生
計
を
立
て
る
上
だ
け
で
な
く
、
子

供
の
数
斉
の
上
に
お
い
て
も
、

士
大
夫
家
庭
の
大
黒
柱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

父
親
が
死
亡
し
て
紋
け
た
場
合
に
は

家
族
の
他
の
年
長
の
構
成
員
が

年
少
の
子
供
の
数
育
に
嘗
っ
た
。

こ
の
黙
を
、

確
認
し
て
み
よ

う



先
ず
最
も
身
近
な
構
成
員
か
ら
み
る
と
、
年
長
の
兄
が
年
少
の
弟
を
父
の
代
わ
り
に
扶
養
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
李
沖
が
長
兄
李
承
に
芹
て

ら
れ
た
り
(
『
貌
書
』
臼
李
沖
俸
)
、
斐
寂
が
兄
た
ち
の
手
で
養
わ
れ
た
り
し
た
如
く
(
『
奮
』
閉
山
葵
寂
俸
〉
、
北
朝
晴
唐
時
代
の
漢
族
士
大
夫
の
家
庭

た
だ
単
に
そ
の
身
瞳
を
養
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
に
皐
問
教
育
が
含
ま
れ
て
い
た

で
は
よ
く
み
ら
れ
た
。
弟
を
扶
養
し
た
と
言
っ
て
も
、

七
歳
で
数
寓
言
を
請
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
(
『
惰
書
』
臼
房
彦
謙
俸
)
、

見
で
貧
し
い
子
弟
を
教
育
し
た
と
い
う
例
(
『奮
』
mm
雀
玄
障
俸
)
が
示
す
遁
り
で
あ
る
。

こ
と
は
、
房
彦
謙
が
長
兄
彦
詞
か
ら
皐
聞
を
授
け
ら
れ
、

屋
玄
障
が
孤

父
親
と
死
別
し
た
孤
児
の
扶
養
の
責
務
を
果
た
し
た
の
は
兄
弟
中
の
年
長
者
ば
か
り
で
な
く
、
父
の
兄
弟
で
あ
る
伯
父

・
叔
父
も
責
任
を
負

っ
た
こ
と
は
、
兄
李
湯
の
死
後
、
遺
児
を
引
取
っ
た
李
郁
(
『
貌
書
』
臼
李
郁
俸
)
、
兄
柳
槍
が
貌
輿
郡
で
殺
害
さ
れ
た
後
孤
児
を
養
っ
た
柳
慶

(
『
北
史
』

M
柳
慶
俸
〉
、
弟
封
租
曹
の
子
封
孝
碗
を
鞠
養
し
た
封
隆
之
(
『
北
舜
書
』
幻
封
孝
碗
俸
)
、
甥
の
孔
緯
を
庇
護
し
た
孔
温
俗
・
孔
温
業
の

存
在
(
『
奮
』
川
孔
緯
俸
〉
が
示
し
て
い
る
。

し
か
も
扶
養
先
の
伯
父
・
叔
父
の
許
で
は
、
例
え
ば
孤
児
の
山
今
長
侍
が
叔
父
考
文
叔
に
扱
わ
れ
た
如
く
(
『
奮
』
河
容
長
侍
俸
〉
、

我
が
子
同
様
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の
待
遇
を
受
け
た
。
そ
の
待
遇
と
は
、
表
修
が
賓
子
同
様
に
慈
し
ん
だ
甥
に
、

奴
蝉
・
田
宅
を
す
べ
て
輿
え
た
例
(
『
貌
霊
園
』
必
表

動
産
・
不
動
産
を
共
用
・
共
有
す
る
こ
と
を
、
扶
養
し
て
い
る
孤
見
に
許
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
貫

別
居
の
際
、

修
俸
〉
か
ら
考
え
る
に
、

子
同
様
の
待
遇
と
は
、
車
に
物
質
的
側
面
の
み
に
止
ま
ら
な
い
。

扶
養
者
た
る
伯
父
・
叔
父
は
、
兄
弟
の
遺
児
に
も
貫
子
同
様
に
、
開
学
問
数
官
月
を
施
し
た
の
で
あ
る
。

孫
)
・
顔
允
南
に
数
議
さ
れ
て
準
士
に
挙
げ
ら
れ
ハ
『
全
唐
文
』
削
顔
虞
卿

「
顔
惟
貞
碑
銘」〉、

例
え
ば
、
顔
員
卿
が
伯
父
顔
息
(
元

柳
元
方
が
叔
父
柳
建
の
訓
育
の
結
果
、
『
春
秋
左
氏

俸
』
に
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
(
同
書
川
柳
宗
元

「
柳
元
方
墓
誌
」)、

そ
の
例
で
あ
る
。

更
に
は
、
伯
父
・
叔
父
よ
り
遠
い
関
係
に
あ
る
血
縁
者
で
も
、

寵
で
、
太
原
郡
の
畢
宏
が
、
東
卒
郡
の
畢
構
一
族
が
慶
卒
郡
で
安
稔
山
に
よ
り
覆
滅
さ
れ
た
後
、

二
〉
の
河
北
卒
定
後
、
捜
し
出
し
、
長
安
の
自
宅
で
皐
聞
を
数
え
、
明
程
合
格
に
導
い
た
の
が
そ
の
例
で
あ
る
(
『
朱
文
公
校
昌
裳
先
生
集
』
お
「
畢

一
族
の
孤
児
を
数
芳
し
た
例
が
み
ら
れ
る
。
後
漢
末
の
充
州
別
駕
畢
認
の
後

生
き
残
っ
た
構
の
孫
桐
を
七
六
三
年
(
賓
態
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期
墓
誌
銘
」
)
。

と
こ
ろ
で
士
大
夫
の
家
に
は
、
例
え
ば
牛
健
請
が
八
代
租
の
牛
弘
以
来
停
え
ら
れ
て
き
た
書
籍
一
千
巻
を
所
蔵
し
(
『
焚
川
文
集
』

7

「
牛
借
孫

基
誌
銘
弁
序
」
〉
、
李
製
替
が
揚
州
在
住
嘗
時
、
俸
旅
の
宗
族
に
散
じ
た
残
り
で
骨
持
し
た
書
籍
を
子
孫
に
遺
し
た
如
く
(
『
奮
』
臼
李
製
替
俸
)
、
書

籍
、
が
家
識
さ
れ

一
族
の
子
弟
教
育
に
供
せ
ら
れ
て
い
た
。
北
朝
惰
唐
時
代
は
寓
本
の
時
代
で
、
版
本
の
盛
行
す
る
宋
代
以
降
に
比
べ
流
布
す
る

(
5
)
 

士
大
夫
の
家
が
所
識
す
る
書
籍
は
、
貴
重
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
か
る
貴
重
な
書
籍
を
保
存
す
ベ
く
、
蔵
書
棲
を
建
て
た

例
え
ば
一
族
千
人
が
集
住
し
て
い
た
江
州
車
山
の
陳
氏
は
堂
康
が
数
十
聞
に
及
ぶ
蔵
書
棲
を
建
て
数
千
巻
を
納
め
た

書
籍
の
数
が
少
な
く
、

例
す
ら
認
め
ら
れ
る
。

(
『
全
唐
文
』
制
徐
棺
「
陳
氏
書
堂
記
」
)

0

ま
た
子
弟
数
均
月
の
場
で
あ
る
皐
館
が
、
弘
農
郡
の
名
族
で
四
世
同
居
し
て
い
た
楊
惜
の
家
の
如
く
(
『
北
開
門
書
』

M
楊
倍
俸
)
、

士
大
夫
の
家
に

設
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
こ
に
例
を
奉
げ
た
蔵
書
棲
を
設
け
た
陳
氏
も
、
開
学
館
を
置
い
た
楊
氏
も
、

い
ず
れ
も
多
く
の
血
族
が
起
臥
を
倶
に
す
る
生
活
形
態
を
取
っ
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か
く
累
世
間
居
の
如
く
多
く
の
血
族
が
生
活
し
て
い
た
士
大
夫
家
庭
で
は
、
識
書
棲
や
民
平
館
を
数
官
月
活
動
の
中
心
に
据
え
、
単
に
親

子
関
係
に
あ
る
者
だ
け
で
な
く
、
祖
父
と
孫
、
伯
父
・
叔
父
と
甥
、
従
父
兄
弟
の
如
く
や
や
離
れ
た
血
縁
関
係
に
あ
る
者
同
士
の
聞
で
、
年
長

父
親
が
時
聞
に
制
約
さ
れ
て
敬
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
他
の
年
長
の
男
性
が
扶
助
し
た
り
、
ま
た
父
親
が
弱
い

て
お
り
、

者
が
後
準
に
皐
聞
を
数
え
、

皐
問
分
野
を
他
の
男
性
が
補
完
し
た
り
し
て
、
子
弟
を
教
官
月
し
た
光
景
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
く
血
族
の
固
い
結
合
を
逼
し
て
、

土

大
夫
は
子
弟
を
敬
芳
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
通
典
』
の
撰
者
杜
佑
の
孫
で
、
詩
人
杜
牧
の
弟
杜
凱
は
幼
く
し
て
父
杜
従
郁
と
死
別
し
た
が
、

皐
校
に
上
が
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

一
七
歳
で
『
向
書
』
・
『
艦
記
』
・
『
漢
書
』
を
讃
み
、

二
六
歳
で
「
三
十
老
明
経
、

る
く
ら
い
難
闘
で
あ
っ
た
進
士
に
合
格
し
た
の
は
(
『
焚
川
文
集
』

9

「
杜
凱
墓
誌
銘
」
)
、

五
十
少
進
士
」

(
『
唐
撚
言
』
l
「
散
序
進
士
」)
と
言
わ
れ

ず

周
圏
の
男
性
が
亡
父
に
代
わ
り
数
賞
し
た
の
が
、
功
を

奏
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。



こ
れ
ま
で
私
は
土
大
夫
の
同
一
血
族
内
に
お
け
る
教
育
の
構
、造
を
考
察
し
て
き
た
が
、

士
大
夫
の
血
族
が
常
に
安
泰
で
子
弟
を
敬
育
で
き
る

ほ
ど
齢
裕
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
も
し
蔦
が
一
何
ら
か
の
事
情
で
血
族
に
依
っ
て
教
育
を
受
け
る
の
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
、

土
大
夫
の

子
供
は
血
族
を
除
い
て
最
も
身
近
な
関
係
に
あ
る
母
方
の
親
戚
、

つ
ま
り
父
が
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
相
手
た
る
姻
族
が
士
大
夫
の
家
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
そ
れ
に
頼
り
皐
聞
を
修
得
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
最
も
高
い
と
毅
測
さ
れ
る
。
今
日
ま
で
か
か
る
可
能
性
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
考
察

し
た
研
究
は
な
い
の
で
、
次
に
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
章

姻
族
に
よ
る
教
育

第
一
節

男
性
に
よ
る
数
芹

前
に
父
を
失
っ
た
孤
児
が
血
族
内
の
年
長
者
た
る
兄
・
伯
父
・
叔
父
に
扶
養
さ
れ
た
の
を
確
認
し
た
が
、
姻
族
に
養
わ
れ
た
例
も
少
な
か
ら

ず
見
受
け
ら
れ
る
。
姻
族
中
、
孤
児
が
頼
っ
た
相
手
と
し
て
は
、
四
歳
で
孤
児
と
な
っ
た
孫
嘉
之
が
外
祖
父
劉
士
傑
に
依
っ
た
如
く
(
『
文
苑
英
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筆
』
町
孫
遂
「
孫
嘉
之
墓
誌
銘
」
〉
、
先
ず
外
祖
父
が
奉
げ
ら
れ
る
。
ま
た
王
凝
が
祭
陽
郡
の
名
族
で
母
の
兄
弟
鄭
粛
に
依
っ
た
如
く
(
『
奮
』
山
王
凝

俸
〉
、
母
方
の
伯
父
・
叔
母
に
頼
っ
た
例
も
認
め
ら
れ
る
。

姻
族
に
蹄
し
た
孤
児
は
、
楊
元
孫
が
母
郭
氏
に
隠
っ
て
行
っ
た
如
く
(
『
惰
書
』
円
相
楊
弘
俸
〉
、

そ
の
多
く
は
母
親
に
連
れ
て
行
か
れ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
姻
族
の
許
に
身
を
寄
せ
る
に
嘗
つ
て
は
、

七
歳
で
父
を
喪
っ
て
か
ら
貧
困
の
た
め
姻
族
の
敦
埠
郡
張
氏
に
依
っ
た
如
く
〈
『
朱
文
公
校

一
般
に
一
家
の
大
黒
柱
で
あ
る
父
親
が
死
去
し
て
家
計
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
り
、

遺
産
が
生
計
を
立

昌
察
先
生
集
』
お
「
李
素
墓
誌
銘
」
)

て
る
の
に
十
分
な
額
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
経
済
上
困
窮
朕
態
が
そ
の
背
景
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら

更
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
と
、
父
親
の
死
後
、
孤
児
を
扶
助
す
べ
き
血
族
の
結
束
力
が
弱
か
っ
た
り
、
血
族
の
他
の
構
成
員
の
財
力
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が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
血
族
が
孤
児
を
扶
養
す
る
力
を
歓
い
て
い
た
朕
況
が
想
像
さ
れ
る
。
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姻
族
に
閉
し
た
孤
児
に
は
、
鄭
来
本
、
が
外
族
の
孤
児
を
別
隔
で
な
く
育
て
た
と
賞
揚
さ
れ
た
如
く
(
『
文
苑
英
華
』
叩
孫
港
「
鄭
孝
本
墓
誌
銘
」
)
、

寅
子
や
血
族
の
子
と
同
様
の
待
遇
を
県
え
る
の
が
、
士
大
夫
の
理
想
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寡
婦
や
孤
児
を
受
容
れ
る
姻
族
側
も
心
得
た

も
の
で
、
李
佐
の
家
の
如
く
夫
と
死
別
し
た
姉
妹
と
そ
の
子
の
た
め
に
数
房
部
屋
を
用
意
し
た
者
も
認
め
ら
れ
る
(
『
文
苑
英
華
』
叫
穆
員
「
李
佐

墓
誌
」
)
。
姻
族
側
の
待
遇
も
た
だ
軍
に
物
質
面
で
孤
児
を
扶
養
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
閉
山
子
聞
を
教
わ
る
機
舎
も
孤
児
に
供
え
た
。

姻
族
に
身
を
寄
せ
た
孤
児
に
皐
聞
を
授
け
た
の
は
、
皇
甫
績
が
三
歳
で
孤
児
と
な
り
、
蹄
属
先
の
従
兄
と
と
も
に
勉
強
を
さ
ぼ
っ
て
勝
負
事

に
打
興
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
兄
だ
け
を
巌
し
く
訓
戒
し
、
皇
甫
績
は
孤
児
で
幼
な
い
と
い
う
理
由
で
大
自
に
み
た
章
孝
寛
の
如
き

外
祖
父
が
先
ず
認
め
ら
れ
る
(
『
時
書
』
回
皇
甫
績
停
)
。

更
に
は
孤
児
に
皐
聞
を
授
け
た
者
と
し
て
、
章
丹
が
大
伯
父
顔
員
卿
に
従
っ
て
皐
聞
を

習
い
明
経
に
及
第
し
た
如
く
(
『
朱
文
公
校
昌
禦
先
生
集
』
お
「
章
丹
墓
誌
銘
」
〉
、
大
伯
父
が
事
げ
ら
れ
る
。
ま
た
顔
惟
貞
が
叔
父
段
仲
容
に
書
を
数

韓
宏
が

一
旦
は
明
経
科
合
格
を
目
ざ
し
て
都
に
上
る
が
名
を
奉
げ
る
の
に
十
分
で
な
い
と
志
を

わ
り
完
全
唐
文
』
川
川
顔
員
卿
「
顔
惟
貞
碑
銘
」
)
、そ

れ
は
同
族
だ
け
が
濁
占
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
雀
光
が
従
弟
の
崖
亮
に
蔵
書
が
豊
か
な

臨
西
の
李
沖
の
家
で
同
学
聞
を
す
る
よ
う
促
し
た
り
(
『
貌
書
』
侃
僅
亮
俸
)
、
斐
漢
が
稀
観
本
を
他
人
か
ら
借
り
て
寓
し
た
り
ハ
『
周
書
』
山
内
装
漢
俸
〉
、

前
に
士
大
夫
の
臓
書
に
言
及
し
た
が
、
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放
棄
し
て
伯
叔
父
の
劉
玄
佐
に
再
び
つ
い
て
皐
聞
を
習
っ
た
り
し
た
如
く
(
岡
山
韓
愈
「
韓
宏
紳
這
碑
」
〉
、
伯
叔
父
も
孤
児
を
教
育
し
た
。

劉
萱
が
郷
里
に
書
籍
が
少
な
い
の
を
不
満
に
思
い

都
に
上
り
宋
世
良
に
許
さ
れ
て
そ
の
臓
書
を
恐
に
閲
覧
し
た
如
く
(
『
北
斉
書
』
必
劉
萱

{事

赤
の
他
人
に
自
分
の
臨
書
の
借
覧
を
許
し
た
も
の
が
み
え
る
。

た
し
な
み

と
を
設
き
、
損
傷
が
あ
れ
ば
直
す
の
が
士
大
夫
の
噌
の
一
つ
で
あ
る
と
唱
え
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
(
『
顔
氏
家
訓
』

1
)
、
寓
本
で
書
籍

顔
之
推
は
他
人
か
ら
書
籍
を
借
り
た
際
の
心
得
と
し
て
愛
護
す
べ
き
こ

が
宋
代
以
降
よ
り
少
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
北
朝
惰
唐
時
代
に
は
土
大
夫
聞
で
書
籍
の
貸
借
は
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他
人
同
士
で
書
籍
の
貸
借
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
量
の
誠
意
百
を
有
す
る
家
が
姻
戚
関
係
に
あ
る
土
大
夫
に
と
り
、

そ
れ
を
利
用
す

る
の
は
向
更
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
醇
覆
が
外
祖
父
親
徴
の
家
の
所
撤
す
る
虞
世
南
・
祷
途
良
の
書
を
臨
書
し
(
『
奮
』
均
醇
稜
停
)
、
代
々

儒
者
の
家
に
生
ま
れ
た
蒋
災
は
外
祖
父
の
果
競
の
所
有
す
る
史
書
を
倦
む
こ
と
な
く
讃
み
、
史
才
に
長
じ
た
の
は
〈
『
奮
』
川
一
勝
父
俸
〉
、

土
大
夫



が
姻
族
か
ら
書
籍
を
借
り
た
例
で
あ
る
。

蒋
川
λ

が
代
々
名
儒
を
生
ん
だ
家
の
出
身
で
あ
る
が
外
祖
父
所
臓
の
史
書
を
讃
ん
で
史
才
に
長
じ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
如
く
、

た
と
え
自
分
の

家
に
磁
室
田
が
あ
っ
て
も
、

士
大
夫
の
子
弟
は
姻
族
所
識
の
書
籍
を
借
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
臓
書
の
歓
を
補
い
、
自
分
の
家
で
は
限
ら

れ
た
範
圏
の
向
学
問
し
か
で
き
な
い
弊
害
を
克
服
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
姻
族
が
書
籍
を
有
し
て
い
た
な
ら
ば
、
極
端
な
場
合
、
書
籍
を
購
つ

た
り
所
賦
し
た
り
す
る
だ
け
の
除
力
の
な
い
土
大
夫
に
と
り
、
そ
れ
は
皐
天
の
慈
雨
の
如
く
感
ぜ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
豊
か
な
積

書
を
有
す
る
姻
族
の
手
許
に
引
き
取
ら
れ
た
孤
児
は
、
そ
の
頭
書
を
容
易
に
手
に
し
て
讃
め
る
と
い
う
恩
恵
に
浴
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

前
に
血
族
内
の
数
芹
構
造
を
み
た
折
り
、
子
弟
を
多
く
抱
え
た
累
世
間
居
形
態
を
取
っ
て
い
た
楊
惜
の
家
で
は
拳
館
が
設
け
ら
れ
た
と
述
べ

た
が
、
か
か
る
士
大
夫
の
皐
館
に
は
、
受
け
容
れ
た
姻
族
の
孤
児
も
血
族
の
子
供
と
机
を
並
べ
た
に
ち
が
い
な
い
。

以
上

士
大
夫
の
姻
族
が
孤
児
を
引
取
っ
た
場
合
、

単
に
物
質
方
面
の
め
ん
ど
う
を
み
る
だ
け
で
な
く
、

閉
学
問
も
授
け
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
血
族
が
何
が
し
か
の
理
由
で
孤
児
を
養
い
得
な
い
場
合
、

そ
の
力
の
あ
る
姻
族
が
代
わ
っ
て
孤
児
を
引
取
り
、

そ
の
身
瞳
を
養
う
だ
け
で
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な
く
、
準
聞
を
授
け
て
士
大
夫
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
数
養
を
身
に
附
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
士
大
夫
の
血
族
と
姻
族
と
が
お
互
い
に

扶
助
し
合
っ
て
、
雨
者
の
中
、

い
ず
れ
か
が
後
生
へ

士
大
夫
と
し
て
習
得
す
べ
き
皐
聞
を
俸
え
て
い
っ
た
構
造
が
看
取
さ
れ
る
。
婚
姻
関
係
を

結
ん
だ
二
つ
の
家
の
い
ず
れ
か

一
方
が
、
準
聞
を
後
生
に
俸
播
し
て
ゆ
く
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
る
、
つ
ま
り
士
大
夫
の
子
が
土
大
夫
た
る
に

ふ
さ
わ
し
い
皐
聞
を
身
に
附
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
家
の
準
聞
の
途
絶
す
る
危
機
に
頻
し
た
時
、

一
族
の
圏
結
力
や
財
力
が
孤
児

を
養
う
の
に
十
分
な
姻
族
の
立
場
に
あ
る
家
が
、
孤
児
へ
の
教
育
を
通
し
て
相
手
の
家
を
拳
聞
の
火
が
消
え
る
危
機
か
ら
救
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
北
朝
惰
唐
時
代
の
士
大
夫
の
聞
で
は
、

父
親
が
死
亡
し
て
孤
児
が
出
た
場
合
、
姻
族
が
血
族
に
代
わ
っ
て
扶
助
敬
斉

す
る
関
係
が
存
す
る
の
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
子
孫
を
数
芹
す
る
上
で
通
婚
し
た
南
家
の
聞
に
相
互
扶
助
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
か
か
る
雨
者
の
互
助
関
係
は
、
父
親
が
な
く
な
っ
て
血
族
に
そ
の
力
が
な
い
た
め
孤
児
は
姻
族
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
の
み
作
用
す
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る
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
に
み
た
如
く
、
外
祖
父
親
徴
の
頭
書
を
借
り
た
欝
稜
自
身
の
家
の
所
在
地
は
不
明
で
あ
る
が
、
徐
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松
の
『
唐
南
京
城
坊
孜
』
に
よ
る
と
、

一
方
競
徴
の
住
宅
は
北
郷
の
永
輿
坊
に
あ

り
、
互
い
に
目
躍
の
距
離
に
位
置
し
た
。
醇
稜
が
醇
元
超
と
同
居
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
醇
元
超
の
家
と
競
徴
の
家
が
近
く
に
あ
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
醇
寝
は
醇
元
超
の
家
を
経
由
し
て
貌
徴
の
家
と
容
易
に
往
来
し
、
臨
書
を
借
り
、
時
に
は
そ
こ
の
年
長
者
に
教
え
を
乞
う
た

父
の
兄
弟
の
蒔
元
超
の
家
は
長
安
城
の
崇
仁
坊
に
あ
り

こ
と
も
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
考
え
る
と
、
通
婚
し
た
二
つ
の
家
の
聞
で
、
片
一
方
の
年
少
者
が
自
分
の
家
の
年
長
者
の
み
な
ら
ず
、
も
う
一
方
の
年
長
者
か
ら
、

そ

の
境
涯
が
孤
児
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
血
族
と
姻
族
と
は
、
孤
見
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
互

い
に
補
完
し
合
っ
て
後
生
を
数
芳
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

土
大
夫
の
一
つ
の
家
に
着
目
し
た
場
合
、
そ
の
家
が
嫁
を
受
容
れ
通
婚
し
た
家
は
、
同
時
期
に
一
つ
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
通
例
、
複
数
の

家
と
通
婚
し
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。
と
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
数
斉
上
扶
助
を
受
け
得
る
家
が
増
え
、
蔦
が
一
の
場
合
に
も
皐
問

こ
れ
ま
で
、
六
朝
時
代
の
士
大
夫
は
家
に
お
い
て
代
々
皐
聞
を
俸
え
る
家
皐
と
い
う
数
芹
形
態
を
取
っ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
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が
一
つ
の
家
か
ら
途
絶
す
る
危
険
性
が
低
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ィコ

の
家
と
い
う
一
系
統
だ
け
で
は
そ
の
敬
芹
基
盤
は
危
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
通
婚
を
通
し
て
一
つ
の
家
に
複

数
の
家
が
結
び
つ
き
、
そ
の
聞
に
敬
芹
上
扶
助
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
後
生
へ
の
皐
間
停
達
が
確
買
な
も
の
と
化
し
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
朝
惰
唐
時
代
に
お
い
て
園
家
の
数
芹
機
関
は
し
ば
し
ば
そ
の
機
能
を
停
止
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
族

の
士
大
夫
が
皐
聞
を
博
承
し
得
た
の
は
、
血
族
内
の
結
束
や
姻
族
と
の
互
助
関
係
と
い
う
構
造
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
る

な
ら
ば
、
漢
族
士
大
夫
は
血
族
内
の
結
束
や
姻
族
と
の
互
助
関
係
を
通
し
て
、

『親
書
』
U
M
儒
林
停
序
に
四
二
六
年
(
始
光
三
)
に
聞
い
た
太
皐
へ
宜
玄
・
高
允
が
徴
せ
ら
れ
た
り
、

園
家
か
ら
樹
立
し
て
子
弟
を
教
育
し
得
た
の
で
あ
る
。
逆
に

五
二
一
年

ハ
正
光
二
)
に
再
開
さ
れ
た
園

皐
に
お
い
て
清
河
郡
の
崖
光
が
『
孝
鰹
』
の
講
義
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
漢
族
の
土
大
夫
が
園
立
皐
校
の
講
壇
に
立
ち
、
そ



の
敬
官
月
活
動
を
支
え
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
漢
族
士
大
夫
の
家
庭
内
数
賓
の
構
造
を
論
じ
て
き
た
が

そ
こ
で
論
じ
た
数
賓
の
捲
い
手
は

血
族
・
姻
族
の
い
ず
れ
に
せ

ょ
、
父
・
祖
父

・
伯
叔
父
な
ど
す
べ
て
男
性
で
あ
り
、
社
舎
や
家
庭
の
牢
分
を
構
成
す
る
女
性
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
。
北
朝
に

お
い
て
は
、
江
南
と
は
掛
照
的
に
女
性
が
た
く
ま
し
く
自
立
的
で
、
家
庭
内
で
は
、
女
性
上
位
の
風
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
吉
川
忠
夫
氏
に
よ

(

7

)

(

8

〉

り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
唐
代
で
は
、
女
性
も
ポ
ロ
に
打
ち
興
じ
る
く
ら
い
、
戸
外
活
動
に
活
瀧
に
従
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
北
朝
惰
唐
時
代
の
土

教
官
月
は
男
性
が
専
ら
掌
握
し
、
旺
盛
な
精
神
の
持
主
た
る
女
性
が
数
育
方
面
で
腕
を
揮
う
蝕
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

大
夫
家
庭
で
は
、

か
。
近
年
、
高
世
稔
氏
が
唐
代
の
女
性
に
つ
い
て
多
岐
に
亙
っ
て
論
じ
た
専
著
『
唐
代
婦
女
』
を
上
梓
し
、
嘗
時
の
女
性
の
受
け
た
数
芹
に
言

(

9

)

 

及
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
土
大
夫
の
家
が
皐
聞
を
縫
承
し
て
い
く
上
で
、
女
性
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
か
否
か
と
い
う
黙
に
つ

い
て
は
、
十
分
論
じ
牽
く
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
先
ず
は
北
朝
惰
唐
時
代
の
土
大
夫
家
庭
に

- 51ー

お
い
て
、
女
性
が
果
た
し
て
男
性
と
同
様
に
築
問
教
斉
を
受
け
て
い
た
か
否
か
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
二
節

女
性
に
よ
る
数
斉

漢
族
士
大
夫
の
家
庭
で
女
子
に
施
し
た
数
育
内
容
は
、
柳
鎮
の
母
親
沼
陽
郡
の
直
氏
が
二
人
の
娘
に
施
し
た
如
く
〈
『
唐
柳
先
生
集
』
ロ
「
柳
鋲

紳
道
表
」
)
、

園
史
・
歳
誠
を
用
い
て
嫁
ぎ
先
で
妻
と
し
て
母
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
振
舞
い
が
で
き
る
よ
う
教
え
た
こ
と
が
、
先
ず
第
一
に

翠
げ
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
女
性
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
専
ら
女
性
向
け
の
数
斉
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
。
女
性
も
ま
た
、
例
え
ば
頴
川
郡
出

身
の
陳
夫
人
は
『
詩
』
と
『
躍
』
を
習
っ
た
如
く
(
『
唐
文
拾
遺
』
紅
王
頭
「
陳
夫
人
墓
誌
銘
」
)
、

男
性
と
同
じ
く
経
撃
を
皐
ん
だ
の
で
あ
る
。
士

大
夫
家
庭
の
女
性
た
る
者
は
、
経
皐
を
含
む
皐
聞
を
身
に
附
け
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
超
郡
の
名
族
李
牽
が
外
孫
に
首
た
る
雀

氏
の
娘
二
人
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
窺
い
え
よ
う
。
以
下
、
李
華
の
書
簡
に
一
瞥
を
加
え
て
み
よ
う
。

つ
ま
び

八
月
十
五
日
、
翁
雀
氏
の
子
雨
該
に
告
げ
省
ら
か
に
せ
ん
。
吾
出
身
入
仕
し
て
よ
り
、
行
く
行
く
四
十
年
に
な
ら
ん
と
す
。
晩
に
汝
が

481 
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母
の
己
に
汝
二
人
を
養
う
有
り
。
吾
袈
氏
・
鄭
氏
・
雀
氏
の
諸
姑
、
子
氏
の
堂
姑
に
事
う
る
に
逮
び
、
皆
賢
明
淑
哲
に
し
て
、
内
外
の
師

範
信
用
り
。

一意
汝
と
こ
れ
を
言
わ
ん
と
欲
す
c

斐
氏
の
姑
は
恩
慈
に
し
て
、
吾
が
一

善
を
見
る
や
、
未
だ
嘗
て
描
仰
を
流
し
吾
が
成
立
す
る
を

祝
わ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。一昔、が
伯
仲
の
書
題
を
見
て
、
疎
略
な
る
を
諒
責
し
、
話
蓄
事
に
及
ん
で
「
こ
の
例
無
し
」
と
云
う
。
吾
が
伯
仲
の

書
題
、
今
日
の
中
外
の
書
題
に
比
べ
て
、

そ
の
開
疎
密
菅
に
百

・
十
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。

吾
小
さ
き
時
、
猶
長
幼
を
省
る
。
毎
日
雨
時
櫛
盟
す
。
起
居
行
い
を
傘
く
し
、
三
時
食
に
侍
る
。
飲
食
し
詑
わ
り
、
然
る
後
敢
え
て
食

ら
う
。
猶
曜
の
如
く
せ
ざ
る
を
責
む
。
今
者
諸
子
日
出
づ
る
も
高
く
眠
り
、
争
う
て
器
を
寛
般
す
。
何
ぞ
曾
て
こ
の
儀
有
ら
ん
や
c

震
に

歎
息
す
ベ

し
。
世
教
か
く
の
如
し
。
何
ぞ
凱
れ
ざ
る
を
得
ん
や
。

人
)
に
日
く
、

婦
人
も
亦
書
を
讃
み
、
文
字
を
解
す
る
を
要
す
。
今
古
の
情
状
を
知
り
、
父
母
男
姑
に
事
え
、
然
し
て
答
無
か
る
べ
し
。

関
雌
)
の
序
に
日
く
、
「
窃
認
を
哀
れ
み
、
賢
才
を
思
う
。
而
し
て
善
を
傷
つ
く
る
の
心
無
し
。」

と
。
是
れ
闘
雌
の
義
な
り
。
『
易
』

「
中
鎖
を
主
り
、

途
ぐ
る
依
無
し
。
」
と
。
婦
人
は
但
だ
首
に
酒
食
を
主
り
、
賓
客
を
待
つ
べ
き
の
み
。

『詩
』
(
園
風
鄭

『
詩
』
(
周
南家

- 52ー

そ
の
飴
は
自
ら

専
ら
に
す
る
の
櫨
無
し
。

女
日
鶏
鳴
〉
に
云
う
、

「
賂
に
期
け
ん
と
し
賂
に
朔
け
ん
と
し
、

玉

・
盟
環
を
侃
す
。
」
と
。

こ
れ
男

・
姑
を
奉
じ
祭
杷
を
助
く
る
の
儀
な
り
。
叉
(
有
女
同
車
に
〉
日
く
、

「
絡
に
期
け
ん
と
し
特
に
開
け
ん
と
し
、

品
と
鷹
を
吃
す
。」

と
。
こ
れ
酒
食
を
主
り
賓
客
を
待
つ

の
儀
な
り
。
躍
経
の
載
す
る
所
、
汝
そ
れ
こ
れ
を
記
せ
。

公

宮

に

お

い

て

数

ゆ

。

宗

室

に

お

い

て

数

ゆ

。

嫁

す

れ

ば

則

ち

廟

見

す
。
廟
を
見
ざ
る
者
は
、
婦
罵
る
を
得
ず
。
今
こ
の
躍
波
夷
し
、
人
有
且
に
従
う
。
婦
人
は
丈
夫
よ
り
傘
ば
れ
、
群
陰
は
太
陽
を
制
す
。

叉
婦
人
賂
に
嫁
せ
ん
と
す
る
三
月、

租
廟
既
に
盟
た
る
れ
ば
、

世
教
の
論
替
す
る
こ
と
、

一
に
こ
こ
に
至
る
。

篤
に
涙
を
堕
と
す
ベ
し
。
汝
等
『
詩
』

・『
躍』

・
『
論
語
』
・
『
孝
鰹
』
を
誼
む
を
皐
ぶ
ベ

し
。
こ
れ
最
も
要
震
る
な
り
。

吾
小
さ
き
時
、
南
市
の
帽
行
に
て
、
沼
帽
多
く
惟
帽
少
な
き
を
見
る
。
嘗
時
護
人
己
に
風
俗
を
歎
く
。
中
年
西
京
の
市
に
至
る
や
、
帽

行
に
乃
ち
雌
帽
無
し
。

詔
帽
も
亦
無
し
。
男
子
は
杉
袖
も
て
鼻
を
蒙
い
、
婦
人
は
領
巾
も
て
頭
を
覆
う
。
向
に
椎
帽

・
霧
離
有
ら
ば
、
必



ず
瓦
石
の
及
ぶ
所
と
魚
る
。
こ
れ
乃
ち
婦
人
は
丈
夫
の
象
を
矯
し
、
丈
夫
は
婦
人
の
飾
り
を
震
す
。
こ
れ
を
顛
し
こ
れ
を
倒
す
こ
と
、

加

、ー

れ
よ
り
甚
し
き
は
な
し
。

類
に
燭
れ
て
長
ず
れ
ば
、
言
う
に
勝
う
べ
か
ら
ず
。
そ
の
一
端
を
翠
げ
、
汝
に
告
げ
及
ぶ
の
み
。
幼
少
な
れ
ば
、
訓
誠
に
遭
わ
ず
と
謂

う
な
か
れ
。
見
る
所
・
聞
く
所
、

風
を
頚
し
俗
を
敗
る
。
故
に
奮
事
を
申
明
す
る
も
、

一
一
な
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
阿
馬
来
た
れ
、
読
か

ん
。
汝
数
十
篇
の
詩
賦
を
請
し
得
た
り
。
麗
麗
、
己
に
能
く
十
五
姉
の
顔
色
を
承
く
。
十
七
伯
極
め
て
鍾
念
す
。
吾
放
に
て
病
む
も
、
乍

ち
聞
き
甚
だ
意
を
慰
む
。

凡
そ
人
は
行
い
を
隼
く
し
て
慈
訓
せ
ざ
る
を
患
え
ず
、
身
承
順
す
る
能
わ
ざ
る
を
患
う
の
み
。
汝
十
五
姉
の
仁
慈
、
十
七
伯
の
訓
誘
を

承
く
。
叉
質
性
柔
順
な
り
。
嘗
に
扶
け
ず
し
て
自
ら
直
く
す
る
者
な
る
べ
し
。
吾
告
ぐ
る
所
の
者
、
汝
が
耳
に
括
羽
せ
よ
。
不
次
。

翁
屋
氏
二
氏
に
告
げ
て
省
ら
か
に
す
。

(
『
全
唐
文
』
川
李
華
「
外
孫
雀
氏
二
致
に
輿
う
る
の
書
」
)

右
の
書
簡
を
綴
っ
た
李
華
は
新
奮
両
唐
書
に
立
侍
さ
れ
て
い
る
が
、

合
格
し
た
。
書
信
の
巻
頭
に
、
仕
官
し
て
か
ら
四

O
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
つ
で
あ
る
の
を
文
字
通
り
に
受
取
っ
た
な
ら
ば
、

『
奮
』
川
下
の
本
俸
に
よ
る
と
、

七
三
五
年
(
開
元
二
三
)
に
準
土
に
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七
七
五

年
(
大
暦
一

O
)
に
こ
の
書
簡
を
草
し
た
こ
と
に
な
る
が

『
新
』
加
の
本
俸
に
よ
る
と
大
暦
-
初
め
に
死
去
し
た
と
あ
る
の
で

そ
れ
以
前
に

書
か
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

李
華
は

『
新
』
加
の
俸
に
よ
れ
ば

七
五
五
年
(
天
賓
一
四
)
に
勃
渡
し
た
安
史
の
凱
の
際

安
旅
山
か

ら
官
を
受
け
た
か
ど
で
、
反
凱
鎮
定
後
、
杭
州
司
戸
参
軍
に
毘
せ
ら
れ
た
。
以
後
、
死
ぬ
ま
で
長
安
に
足
を
踏
み
入
れ
ず
、

一
貫
し
て
江
南
に

留
ま
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

七
六
二
年
〈
賓
隠
元
)
に
荊
南
節
度
使
に
赴
任
し
て
き
た
李
唄
の
辞
召
を
一
旦
受
け
た
が
、

僻
し
て
楚
州
山
陽
牒
に
住
ん
だ
。
書
開
中
、
放
に
病
む
と
あ
る
の
で
、
書
信
が
書
か
れ
た
の
は
七
六
二
年
以
降
、
死
去
す
る
大
暦
年
間
初
期
の

リ
ュ
ー
マ
チ
の
た
め

聞
で
あ
り
、
山
陽
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
手
紙
は
、
李
華
が
恐
ら
く
安
史
の
凱
以
前
長
安
で
目
暗
し
た
で
あ
ろ
う
風
俗
・
風
潮
を
歎
き
、
孫
娘
に
守
る
べ
き
生
活
上
の
心
得
を
喜

々
と
説
い
た
愛
情
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
簡
中
、
婦
人
も
書
物
を
讃
み
、
文
字
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
読
き
、
更
に
具
健
的
に
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『
詩
経
』

・
『
躍
記
』

・
『
論
語
』
・
『
孝
経
』
を
讃
む
べ
き
で
あ
る
と
書
一名
を
奉
げ
て
識
し
、
讃
喜
一が
最
重
要
事
で
あ
る
と
ま
で
断
じ
切
っ
て
い
る

貼
に
注
目
し
た
い
。
李
華
が
か
く
も
韻
書
を
重
要
現
す
る
の
は
、
経
書
を
引
き
つ
つ
婦
人
が
遣
う
べ
き
行
痛
を
説
い
て
い
る
貼
か
ら
み
て
、
李

姦
十
に
瞳
制
に
基
づ
い
た
家
庭
秩
序
が
築
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

李
華
は
孫
娘
に
讃
蓄
を
勧
め

具
盤
的
に
は
鰹
室
田
を
韻
む
よ
う
懲
慈
し
た
が

嘗
時
の
女
性
が
同
学
ん
だ
の
は
何
も
経
書
だ
け
に
止
ま
ら
な

ぃ
。
例
え
ば
弘
農
の
楊
塞
は
兄
た
ち
と
同
様
に
、
経

・
史
・
子
・
集
の
四
部
に
亙
っ
て
皐
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
『
唐
文
拾
遺
』
ロ

楊
検
「
楊
慈
墓
誌
」
)
。

そ
れ
で
は
貫
家
に
お
い
て
皐
聞
を
習
得
し
た
土
大
夫
の
娘
は
、
婚
家
に
お
い
て
何
ら
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
そ

の
貼
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

北
朝
惰
唐
時
代
に
女
性
の
再
婚
の
風
が
世
を
覆
っ
た
こ
と
は
、
太
山
郡
鐙
卒
鯨
の
羊
氏
一
門
の
女
性
が
再
婚
し
な
い
家
風
が
世
の
賞
賛
を
浴

び
た
り
(
『
北
斉
書
』
川
町
羊
烈
停
)
、
惰
の
煽
一
帝一
が
即
位
し
て
か
ら
婦
人
に
節
操
が
な
い
と
し
て
九
品
以
上
の
者
の
妻
が
再
婚
す
る
の
を
禁
じ
た
命

令
を
下
し
た
こ
と
か
ら
ハ
『
惰
書
』

お
劉
舷
侍
)
、
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
風
潮
下
に
お
い
て
も
、
再
婚
を
拒
ん
で
婚
家
に
留

ま
り
亡
夫
の
妻
と
し
て
の
立
場
を
貫
き
、
母
親
と
し
て
子
斉
て
を
全
う
し
た
女
性
の
姿
も
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
清
河
郡
の
名
族
崖
彦
穆
の
娘

で
後
陽
郡
の
鄭
誠
に
嫁
し
、
鄭
誠
が
周
情
交
代
期
に
楊
堅
に
叛
旗
を
翻
し
た
尉
遅
過
と
戦
っ
て
陣
浸
し
た
後
、
父
に
再
婚
を
迫
ら
れ
た
が
肯
ん

- 54ー

ぜ
ず
、
子
の
鄭
善
果
を
育
て
る
の
に
一
生
を
捧
げ
た
屋
氏
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
(
『
惰
書
』
初
鄭
善
果
母
惇
)
。

れ
(
『
北
揮
門
書
』
出
張
宴
之
停
)

夫
が
死
去
し
た
後
、
妻
が
夫
に
代
わ
っ
て
遺
児
を
教
育
し
た
例
は
、
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
張
宴
之
は
母
鄭
氏
に
敬
語
さ

孔
若
思
は
母
諸
氏
に
教
訓
さ
れ
て
暴
行
を
以
て
名
を
知
ら
れ
(
『
替
』
川
上
孔
若
思
俸
)
、
直
於
陵
は
母
苗
氏
か
ら

書
を
誼
ん
で
も
ら
っ
た
り
文
を
皐
ん
だ
(
『
朱
文
公
校
昌
察
先
生
集
』
泊
「
虚
於
陵
墓
誌
銘
」
)
。

母
親
が
我
が
子
に
教
授
し
た
内
容
は
、

母
夏
侯
氏
が
皇
甫
和
に
令
北
斉
書
』
お
皇
甫
和
俸
)

母
屋
氏
が
李
紳
に
(
「
沓
』
川
李
紳
俸
)
各
々
授

け
た
経
開
学
が
先
ず
奉
げ
ら
れ
る
。

具
盤
的
に
は
辛
公
義
が
母
親
か
ら
数
わ
っ
た
『
向
書
』

・
『
左
俸
』

・
『
公
羊
俸
』

・
『
穀
梁
俸
』
で
あ
り
(
『
碕



書
』
幻
辛
公
義
俸
)
、

段
揖
・
寅
・
克
・
済
等
を
敬
語
し
た
股
践
猷
夫
人
粛
氏
が
謹
ん
だ
『
論
語
』
・
『
周
易
』
な
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
(
『
顔
魯
公
文

更
に
経
書
の
他
に
、
李
則
の
母
の
如
く
百
家
の
室
田
を
修
め
た
女
性
は
、
史
・
子
・
集
三
部
の
拳
問
も
子
供
に
数
え

集
』
叩
「
段
践
猷
基
調
銘
」
)
。

た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
『
李
文
公
集
』
お

「李
則
墓
誌
銘
」
)
。

母
親
が
遺
児
を
数
芹
す
る
場
合
、
本
来
子
弟
数
官
月
に
嘗
た
る
は
ず
で
あ
っ
た
父
親
が
死
去
し
て
居
な
い
と
い
う
事
情
に
加
え
て
、
例
え
ば
房

景
先
の
如
く
貧
乏
な
た
め
に
師
に
障
っ
て
教
育
を
受
け
る
の
に
必
要
な
翠
費
を
捻
出
で
き
な
か
っ
た
り
ハ
『
貌
書
』
必
一
房
景
先
停
)
、

居
易
・
白
行
簡
の
如
く
師
に
就
く
の
に
十
分
な
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
朕
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
令
白
氏
長
慶
集
』
却
「
白
季
庚
事

白
幼
文

・
白

紋」)。以
上
み
て
き
た
如
く
、
遺
児
に
皐
聞
を
直
接
授
け
る
の
に
骨
を
折
っ
た
士
大
夫
の
家
か
ら
出
身
し
た
母
親
に
は
、
例
え
ば
己
が
子
に
師
に
つ

い
て
皐
聞
を
習
わ
せ
た
高
謙
之
の
妻
張
氏
が
子
供
た
ち
に
生
前
高
謙
之
が
皐
聞
を
惰
ら
な
か
っ
た
姿
を
読
き
、
皐
聞
を
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い

と
訓
戒
す
る
言
葉
の
中
か
ら
讃
み
取
り
得
る
、
士
大
夫
た
る
資
格
と
な
る
皐
聞
を
家
か
ら
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
責
任
感
が
あ
っ

た
も
の
と
思
う
〈
『
貌
書
』
立
高
謙
之
惇
〉
。
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こ
こ
で
母
親
の
立
場
に
あ
る
女
性
か
ら
土
大
夫
家
庭
の
他
の
立
場
に
あ
る
女
性
の
構
成
員
に
眼
を
移
す
と
、
子
供
に
皐
聞
を
数
え
た
女
性
は

母
親
だ
け
に
限
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

最
も
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
姉
の
顔
員
定
が
弟
の
顔
元
孫
と
顔
惟
貞
に
『
詩
』
と
墨
田
』
を
数
え
た
如
く
(
『
全
唐
文
』
削
顔
虞
卿

「段

府
君
夫
人
顔
員
定
神
道
繭
銘
」
)
、
姉
が
弟
に
皐
聞
を
授
け
た
例
が
み
ら
れ
る
。

姉
よ
り
更
に
遠
い
関
係
に
あ
る
粗
母
も
、
孫
を
育
て
皐
聞
を
授
け
た
と
み
ら
れ
る
。
租
母
が
孫
を
育
て
た
例
は
、
例
え
ば
祖
母
宋
氏
が
雀
仲

哲
を
(
『
貌
書
』
州
日
雀
仲
哲
俸
)
、
祖
母
高
氏
が
可
沖
を
(
同
剖
弓
沖
俸
〉
、

各
々
養
っ
た
例
が
奉
げ
ら
れ
る
。

租
母
の
許
で
も
、
例
え
ば
粗
母
菱
氏

が
徐
堅
に
皐
聞
を
志
す
よ
う
敬
語
し
た
如
く
(
『
曲
江
張
先
生
文
集
』
臼

「徐
竪
神
道
碑
弁
序
」〉
、
皐
間
数
斉
が
重
視
さ
れ
、
祖
母
か
ら
も
拳
聞
を
授
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か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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祖
母
以
外
に
も
、
例
え
ば
虚
柔
の
如
く
叔
母
が
孤
児
を
芹
て
た
例
や
(
『
周
書
』
m
M

慮
柔
停
〉
、
韓
愈
が
三
歳
で
父
と
死
別
し
た
後
養
わ
れ
て
い

た
兄
韓
舎
に
も
先
立
た
れ
た
後
に
そ
の
萎
鄭
氏
の
扶
養
を
受
け
た
如
く
捜
が
孤
児
を
育
て
た
例
が
認
め
ら
れ
る
(
『
新
』
川
韓
愈
停
)
。
虚
柔
の
場

合
、
与
聞
を
好
み
、
成
人
前
に
文
章
を
綴
る
こ
と
が
で
き
た
が
(
『
周
番
』

位
脱
柔
侍
)
、
皐
校
へ
行
っ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

或
い
は
叔
母
か
ら
皐
聞
を
教
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
一
人
の
女
性
が
一

J
二
人
の
孤
児
を
教
育
す
る
例
ば
か
り
を
み
て
き
た
が
、

辞
元
暖
の
妻
で
、

五
粧
を
渉
漁
し
文
一軍

を
綴
る
こ
と
の
で
き
た
済
南
の
林
氏
は
、
醇
元
暖
の
死
後
我
が
子
彦
輔
・

彦
園

・
彦
偉

・
彦
雲
の
み
な
ら
ず
嘗
時
幼
い
孤
児
だ
っ
た
甥
の
播

・

抜

・
摘
も
訓
導
し
て
開
元
・
天
資
年
聞
に
は
七
人
が
縮
け
ざ
ま
に
全
員
進
士
に
合
格
す
る
に
至
ら
し
め
た
如
く
、
太
っ
臨
で
還
し
い
女
性
も
み

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
ハ
『
鶴
』
川
醇
婚
仰
)
。

か
く
の
如
く
姉
の
立
場
に
あ
っ
た
女
性
は
質
家
に
お
い
て
、
租
母
や
叔
母
の
立
場
に
あ
っ
た
女
性
は
婚
家
に
お
い
て
、
各
々
子
供
の
数
芹
に

首
る
べ
き
男
性
が
飲
け
た
時
に
、
代
わ
っ
て
孤
児
に
皐
聞
を
授
け
た
の
は
、
母
親
の
立
場
に
あ
る
女
性
同
様
、

士
大
夫
の
家
か
ら
製
聞
の
火
を
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消
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
感
が
強
く
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
成
人
女
性
が
一
人
だ
け
で
父
親
を
失
っ
た
子
供
を
数
芳
し
た
の
を
み
て
き
た
が
、

士
大
夫
の
家
に
お
い
て
は
子
供
を
数
斉
で
き
る

成
人
女
性
が
一
人
だ
け
だ
と
必
ず
し
も
限

つ
て
は
い
な
い
。
と
り
わ
け
で
も
切れ
世
間
居
の
如
く
複
政
の
家
族
が
集
会
し
て
住
む
場
合
に
は
、
複

放
の
女
性
が
共
に
生
活
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

士
大
夫
の

家
で
、
複
数
の
女
性
が
起
臥
を
倶
に
し
て
い
た
様
子
は
、
顔
輿
卿
の
競
っ
た

一
文

「
雀
河
宅
陥
室
銘
記
」
(
『顔
然
公
文
集
』
は
)
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
次
に
引
い
て
お
こ
う
。

延
和

・
太
極
の
問
、
公
既
に
東
都
に
留
司
し
、
途
に
乗
る
所
の
馬
を
翻
ぎ
、
故
人
監
察
御
史
張
法
の
子
深
に
就
き
て
河
南
府
崇
政
坊
に
宅

つ

づ

ま

せ

玄

を
買
い
以
て
居
を
制
絞
り
、
宗
廟
を
西
南
に
建
つ
。
維
れ
先
太
夫
人
安
卒
郁
夫
人
の
堂
は
、
宅
の
中
に
在
り
。
俄
や
か
に
し
て
阻
か
ら
ず
、

浄
ら
か
に
し
て
華
や
か
な
ら
ず
。
六
十
除
年
、
栂
棟
故
の
如
し
。
堂
の
東
は
、
眼
底
夫
人
の
居
る
所
な
り
。
堂
の
東
北
は
、

郵
氏

・
李
氏

の
姉
の
蹄
寧
し
て
居
る
所
な
り
。
堂
の
北
五
歩
の
外
に
、
瓦
堂
三
聞
を
建
て
て
以
て
こ
れ
に
居
る
。
茜
き
縁
を
雑
え
用
い
、
壇
を
崇
く
せ



た
す

捜
・
妹
〈
姉
?
〉
を
資
け
、
孤
幼
に
給
し
、
甥
姪
の
婚
姻

一
に
皆
そ
の
下
の
者
を
取
る
。
唯
だ
祭
器

・
祭
服
の
み
躍
に
稿
う
。
そ
の
室
は
、
寛
に
修
め
ず
。
衆

夫
人
太
原
郡
太
夫
人
王
氏
林
帳
を
摘
つ
る
の
後
、

ず
、
緒
霊
無
し
。
滑
要
を
累
歴
し
、
得
る
所
の
様
秩
は
、

を
営
む
の
み
。
朝
衣

・
服
・
馬
は
、

但
だ
蒸
嘗
を
奉
じ
、

公
他
室
に
徒
居
す
。

或
い
は
賓
館
に
在
り
、

而
し
て
常
所
無
し
。
常
侍
漏
り
し
時
、

『
阻
室
銘
』
を
著
わ
し
以
て
自
ら
贋
む
。
天
賓
末
、
子
孫
漉
掃
し
書
籍

・
剣

・
履
を
貯
う
る
の
み
。
逆
胡
再
び
洛
を
陥
い
れ
、
屋
建
に
崩

把
す
。
唯
だ
箸
下
に
腔
井
の
み
存
す
。

顔
氏
が
描
寓
し
た
住
居
は

も
と
博
陵
の
名
族
で
長
安
に
徒
っ
た
屋
氏
の
一
族
握
、
河
が
七
一
二
年
(
延
和
元
年
と
太
極
元
年
の
閲
)
に
洛
陽
の

七
五
五
年
(
天
賓

一
四
)
に
安
旅
山
が
洛
陽
に
侵
入
し
、

七
六

O
年
ハ
上
元
元
)
に
史
思
明
が

崇
政
坊
に
あ
っ
た
張
深
の
家
を
購
っ
た
も
の
で
、

再
び
洛
陽
を
占
援
し
、
二
度
に
亙
る
軍
靴
の
醍
摘
を
受
け
る
ま
で
存
し
た
。

宗
廟
と
と
も
に
峯
汚
の
母
、
崖
河
夫
婦
の
居
室
が
備
わ
っ
て
い
た
。

氏

・
李
氏
の
姉
の
蹄
寧
し
て
居
る
所
」
と
あ
る
居
室
は
、
同
じ
文
に
「
(
融
秩
を
)
弧
幼
に
給
し
、
甥
姪
の
婚
姻
を
営
む
の
み
」
と
あ
り
、

氏
と
李
氏
と
に
嫁
い
だ
姉
が
夫
と
別
れ
、
子
供
を
連
れ
て
戻
り
住
ん
で
い
る
所
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
七

一
二
年
に
こ
こ
に
移
っ
て
か
ら
、

顔
氏
の
描
い
た
雀
河
の
邸
宅
に
は

般
の
慮
氏
、

更
に
文
中
に
「
鄭員目
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崖
河
の
母
・
捜

・
姉
・
妻
の
五
人
の
女
性
が
共
に
生
活
し
た
こ
と
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

崖
汚
の
住
居
は
華
美
に
流
れ
ず
、
朝
衣
・
服

・
馬
は
最
低
の
も
の
を
選
び
、
家
に
貯
え
て
い
た
も
の
は
書
籍
・
剣
・
履
物
だ
け
と
い
う
質
素

な
生
活
を
迭
る
一
方
、
旅
秩
を
祭
杷
の
た
め
に
投
じ
瞳
に
稿
っ
た
祭
器
・
祭
服
を
備
え
る
と
い
う
躍
を
重
ん
ず
る
態
度
を
持
し
て
い
た
。
そ
れ

土
流
の
則
と
漏
る
。
」
と
評
さ
れ
た

(
『
奮
』
川
佳
祐
甫
停
〉
。

な
る
が
故
に
、
握
氏
の
家
は
「
清
倹
な
る
種
法
を
以
て
、

一
般
に
家
に
お
い
て
櫨

制
が
貫
か
れ
る
た
め
に
は
、
躍
と
結
び
つ
い
た
皐
聞
が
十
分
数
斉
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
雀
河
の
周
園
の
人
々
を
み
る
と
、

兄

の
峯
海
は
賢
良
方
正
科
、
雀
河
本
人
は
準
土
科
と
賢
良
方
正
科
、
峯
河
の
長
子
屋
成
甫
と
次
子
雀
祐
甫
は
い
ず
れ
も
進
士
科
、

り
、
家
に
お
い
て
よ
く
皐
聞
が
教
育
さ
れ
て
い
た
(
『
顔
魯
公
文
集
』

U

「雀
河
宅
阻
室
銘
記
」
〉
。

に
合
格
し
て
お
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崖
汚
の
家
の
如
く

一
家
の
大
黒
柱
た
る
成
人
男
性
と
複
数
の
成
人
女
性
が
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
る
場
合
、
男
性
が
男
児
の
数
芹
を
引
受
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け
、
女
性
が
女
児
専
門
の
教
官
月
を
捲
嘗
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
男
性
が
依
け
た
場
合
に
は
複
数
の
女
性
が
協
力
し
て
女
児
の
み
な
ら
ず
男
児
の

教
育
に
嘗
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、

士
大
夫
の
娘
に
よ
る
子
弟
教
育
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、

土
大
夫
で
あ
る
貫
家
で
皐
問
教
育
を
受
け
て
き
た
女
性

は
、
婚
家
に
お
い
て
子
弟
が
皐
聞
を
放
棄
し
た
り
、

で
き
な
い
よ
う
な
朕
況
に
陥
っ
て
土
大
夫
が
代
々
受
継
い
で
き
た
暴
聞
の
火
が
消
え
る
の

を
防
ぎ
、

そ
の
家
が
士
大
夫
の
家
と
し
て
の
面
白
を
失
う
の
を
押
し
止
め
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
役
割
を
果
た
し
た
女
性
が
土

大
夫
の
家
か
ら
嫁
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

士
大
夫
の
家
同
士
の
逼
婚
が
、

士
大
夫
の
家
に
お
け
る
皐
聞
の
縫
承
を
助
け
た
の
で
あ
る
。

土
大
夫
の
家
で
は
、
特
定
の
子
供
か
ら
み
て
母
親
の
立
場
に
あ
る
女
性
以
外
に
も
、
租
母
・
伯
叔
母
・
捜
の
立
場
に
あ
る
女
性
も
皐
聞
を
授

け
た
。
組
母
と
捜
が
別
の
士
大
夫
の
家
に
お
い
て
同学
問
教
育
を
受
け
て
嫁
い
で
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
つ
の
士
大
夫
の
家
が
複
数
の
士
大

夫
の
家
と
通
婚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
車
数
の
士
大
夫
の
家
と
通
婚
し
た
場
合
よ
り
、
悶
学
聞
が
そ
の
家
に
お
い
て
中
絶
す
る
危
険
度
を
低
く
し
た

前
に
姻
族
の
立
場
に
あ
る
土
大
夫
に
よ
り
孤
児
が
数
育
さ
れ
、
間
四
千
聞
を
縫
承
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、

そ
の
数
官月は
姻
族
で
あ
る
土
大
夫
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と
み
ら
れ
る
。

の
家
の
皐
間
的
停
統
・
蓄
積
が
背
景
に
あ
っ
た
と
明
ら
か
に
言
い
得
る
。
今
ま
た
士
大
夫
の
家
か
ら
嫁
し
て
き
た
女
性
に
よ
り
子
弟
が
数
斉
さ

れ
、
同
学
聞
を
受
け
縫
い
だ
こ
と
を
み
た
。
嫁
し
て
き
た
女
性
は
家
そ
の
も
の
で
な
く
一
個
人
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
女
が
拳
聞
を
授
け
ら

れ
た
賓
家
が
土
大
夫
の
家
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
彼
女
は
質
家
の
皐
間
的
俸
統
・
蓄
積
を
背
負
っ
て
嫁
し
て
き
た
、
婚
家
か
ら
み
て
姻
族
の

士
大
夫
の
家
の
皐
問
的
侮
統

・
蓄
積
を
そ
の
鐙
と
と
も
に
持
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

士
大
夫
の
家
が
通
婚
閥
係
を
結
ぶ
こ

と
は
、

た
だ
躍
に
姻
戚
聞
係
を
結
ん
だ
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
家
が、

士
大
夫
の
存
立
す
る
根
援
で
あ
る
拳
聞
を
継
承
し
て
い
く
構
造
を

よ
り
確
固
た
る
も
の
に
し
た
と
言
え
よ
う
。
然
る
が
故
に
、

士
大
夫
は
、
園
家
の
手
に
な
る
教
育
機
闘
の
輿
腰
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ

れ
か
ら
濁
立
し
て
連
綿
と
し
て
代
々
皐
聞
を
侍
え
得
た
の
で
あ
る
。

北
朝
以
来
、

士
大
夫
の
家
は
血
族
或
い
は
姻
族
が
協
力
す
る
と
い
う
構
造
に
立
脚
し
て
祭
聞
を
縫
承
し
、
唐
代
に
お
い
て
科
奉
合
格
者
を
出



し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
奉
げ
た
顔
員
卿
(
第
二
章
〉
、
畢
桐
(
向
上
〉
、
章
丹
(
第
三
章
第
一
節
〉
、
醇
彦
輔
・
彦
園
・
彦
偉

・
彦
雲
・
播

・
接
・

摘
(
第
三
章
第
二
節
)
の
諸
例
が
示
し
て
い
る
。
我
々
は
唐
代
に
お
い
て
士
大
夫
の
家
が
拳
聞
を
縫
承
し
て
い
っ
た
様
子
を
、
各
家
が
科
奉
合
格

者
を
数
世
代
に
亙
っ
て
輩
出
し
た
事
貧
か
ら
看
取
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
そ
の
す
べ
て
を
確
認
す
る
こ
と
は
他
日
に
譲
り
、

最
後
に
、
率
聞
の
家
と
嘗
時
目
さ
れ
て
い
た
渡
郡
郡
の
顔
氏
を
取
り
奉
げ
、
確
め
る
こ
と
と
す
る
。

顔
氏
は
、

『
菅
仙
俸
』

・
『
日
月
災
異
国
』
を
撰
し
『
梁
書
』
印
文
皐
停
下
に
立
侍
さ
れ
た
顔
協
を
は
じ
め
、
そ
の
子
で
『
顔
刺
史
集
』
を
綴

協

「十1

儀推善

!ート1
思思遊
魯楚秦

中韓

0 浪費目郡顔氏系園

489 

口
で
園
ん
だ
の
は
、
科
翠
合
格
者
で
あ
る
。
右
肩
に
記
し
た
J

は
準
土
で
あ
り
、

M
は
明
経
で
、

Z
は
制
科
で
、
各
々
合
格
し

た
科
を
示
す
。

※
系
園
作
成
に
蛍
っ
て
、
参
照
し
た
文
献
は
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

①
『
元
和
姓
纂
』

4

②
『
梁
書
』
印
、
顔
協
俸

③
『
北
開
門
書
』
江
刷
、
顔
之
推
俸

④
『
沓
唐
書
』
刀
、
顔
師
古
俸

⑤
同
花
、
顔
遊
秦
俸

⑤
同
川
、
顔
虞
卿
停

⑦
『
新
唐
書
』
川
、
顔
春
卿
停

③
『
全
唐
文
』
川
、
顔
員
卿
「
顔
惟
貞
碑
」

⑨
岡
山
川
、
顔
員
卿
「
顔
幼
輿
紳
道
碑
銘
」

⑮
同
州
、
顔
員
卿
「
顔
允
滅
紳
道
碑
銘
」

⑪
『
顔
魯
公
文
集
』
叩
、
「
段
践
猷
墓
潟
銘
」
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4的

っ
た
顔
之
儀
、

『
顔
氏
家
訓
』
を
世
に
残
し
た
顔
之
推
、
更
に
は
そ
の
孫
で
、

『
漢
書
』
に
注
を
施
し
た
顔
師
古
な
ど
、
皐
問
上
、
足
跡
を
記

し
た
人
々
を
六
朝
末
期
か
ら
唐
初
に
か
け
て

輩
出
し
た
が
、

六
八
五
年
(
霊
扶
元
)
に
至
っ
て
顔
之
推
の
玄
孫
顔
元
孫
が
進
士
科
に
登
第
し

て
は
じ
め
て
科
翠
合
格
者
を
世
に
怠
っ
た
(
『醤
』
川
下
顔
呆
卿
傍
)
。

顔
元
孫
以
後
、
あ
た
か
も
堰
を
切
っ
た
か
の
よ
う
に
、
顔
氏
か
ら
は
顔
元

孫
の
弟
惟
貞
、
元
孫
の
子
春
卿
、
惟
貞
の
子
員
長

・
員
卿

・
允
掘
の
五
人
が
績
々
と
科
翠
に
及
第
し
た
。
顔
氏
の
場
合
、

そ
の
皐
問
上
の
力
量

が
、
顔
元
孫
に
至
っ
て
科
翠
に
向
け
て
設
備押
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
(
狼

m郡
顔
氏
系
図
参
照
)
。
顔
氏
の
翠
問
上
の
力
量
は
世
代
か
ら
世
代
へ
と
停

及
び
女
性
(
第
三
章
第
二
節
)
、

わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が

顔
氏
が
よ
く
象
聞
を
停
え
得
た
の
は

血
族
の
男
性
(
第
二
章
)

前
に
み
た
如
く
、

姻
族
(
第
三
章
第

一
節
)
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
具
鐙
的
に
は
、
顔
元
孫

・
惟
貞
兄
弟
は
孤
児
と
な
っ
た
折
り
、
姉
の
顔
員
定
と
姻

族
の
股
仲
容
か
ら
皐
聞
を
数
わ
り
、
顔
員
卿
は
孤
児
と
な
っ
た
時
、
伯
父
の
顔
息
(
元
孫
)
・
兄
の
允
南
か
ら
皐
聞
を
授
け
ら
れ
た
。
顔
氏
の
場

合
、
女
性
で
あ
る
顔
員
定
、
男
性
で
あ
る
顔
鳳
(
元
孫
)
・

顔
允
南
、
姻
族
の
股
仲
容
の
協
力
が
全
く
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
受
け
縫
い

血
族
と
姻
族
の
互
助
が
重
な
っ
た
構
造
に
依
っ
て
皐
聞
を
縫
承
し
、
科
翠
合
格
者
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で
き
た
皐
聞
は
途
絶
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
顔
氏
か
ら
は
、

を
生
ん
だ
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
顔
氏
に
み
ら
れ
る
如
く
、
漢
族
の
士
大
夫
の
家
は
上
述
の
構
造
に
依
接
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
北
朝
以
来
皐

聞
を
侍
え
、
唐
代
に
至
る
と
科
容
に
お
い
て
そ
の
祭
問
上
の
力
を
振
い
得
た
と
言
え
よ
う
。

結

墨
田

Z

E

R

 

の
家
に
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、

小
論
で
は
、
北
朝
惰
唐
時
代
に
お
け
る
士
大
夫
の
数
賓
の
構
造
を
考
察
し
た
。
従
来
、
六
朝
時
代
の
教
育
の
中
心
は
同学
校
で
は
な
く
士
大
夫

こ
れ
は
六
朝
時
代
の
土
大
夫
に
と
り
、

接
聞
を
子
弟
に
数
斉
す
る
操
り
所
が
家
で
あ
っ

た
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

小
論
で
は
皐
校
が
貞
観
時
代
に
最
盛
期
を
迎
え

安
史
の
凱
が
勃
鼓
し
た
七
五
五
年
(
天
賢
一
四
)
よ
り
前
は

員リ

天
武
后
期
の
約
二

O
年
を
除
い
て
、
大
む
ね
機
能
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
安
史
の
凱
以
降
、
著
し
く
衰
微
し
た
唐
代
に
お
い
て
も
、

土
大
夫
の

聞
学
問
数
官
月
の
披
り
所
が
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
北
朝
惰
唐
時
代
の
土
大
夫
の
家
の
数
斉
構
造
を
考
察
し
た
。
考
察
の
結
果
は
、
父



親
が
子
を
数
古
月
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
父
親
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
血
族
の
男
性
が
代
行
し
、
血
族
で
数
官
月
を
行
い
得
な
い
時
は
姻

族
の
男
性
が
引
受
け
る
と
い
う
、
血
族
内
の
相
互
扶
助
、
二
つ
の
家
(
血
族
と
姻
族
)
の
聞
の
相
互
扶
助
の
構
造
が
成
立
し
て
い
た
の
が
認
め

ら
れ
た
。
更
に
子
弟
敬
斉
に
嘗
っ
た
の
は
男
性
ば
か
り
で
な
く
、
他
家
か
ら
嫁
い
で
き
た
女
性
も
ま
た
、
男
性
が
何
ら
か
の
事
情
で
子
弟
を
数

官
月
で
き
な
い
場
合
に
は
、
皐
聞
を
授
け
た
。
姻
戚
闘
係
に
あ
る
士
大
夫
の
家
や
、
そ
の
家
で
数
斉
を
受
け
嫁
い
で
き
た
女
性
が
子
弟
数
芹
に
嘗

た
り
、
相
手
の
家
か
ら
準
聞
が
途
絶
え
る
の
を
防
ぐ
構
造
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
買
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
北
朝
陪
唐
時
代

た
だ
箪
に
家
で
あ
っ
た
と
言
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

の
士
大
夫
に
と
り
拳
聞
を
教
官
月
・
縫
承
し
て
ゆ
く
最
後
の
擦
り
所
は
、

先
ず
血
族
内
の
互
助
開
係
に
着
目
す
る
こ
と
が
、

必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

軍
一
の
家
に
の
み
注
目
す
る
だ
け
で
も
、

十
分
で
な

ぃ
。
婚
姻
で
結
ぼ
れ
た
家
と
家
と
の
聞
に
成
立
し
た
相
互
扶
助
の
構
造
に
も
、
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

だ
家
は
、
車
数
で
な
く
複
数
と
考
え
ら
れ
、
互
助
関
係
の
糸
が
幾
本
も
結
ば
れ
、
皐
聞
の
燈
が
家
か
ら
消
え
る
危
険
性
が
低
く
な
っ
た
も
の
と

一
つ
の
家
が
婚
姻
関
係
を
結
ん

思
わ
れ
る
。
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か
く
軍
一
の
家
に
お
け
る
血
族
聞
の
互
助
閥
係
、
婚
姻
を
逼
し
て
成
立
し
た
家
と
家
と
の
互
助
関
係
が
幾
重
に
も
積
み
重
ね
ら
れ
た
構
造
こ

そ
、
士
大
夫
の
家
が
皐
聞
を
代
々
縫
承
し
て
ゆ
く
上
で
、
最
も
安
定
し
た
擦
り
所
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
構
造
に
依
援
す
る
こ
と
に

よ
り
、
北
朝
惰
唐
時
代
の
士
大
夫
は
、
幾
多
の
戦
能
・
貧
困
な
ど
の
困
難
を
乗
り
切
り
、
園
家
に
全
面
的
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
皐
聞
を
連

綿
と
俸
え
得
た
の
で
あ
る
。
唐
代
に
お
い
て
は
更
に
科
奉
で
皐
問
的
力
を
振
う
こ
と
が
で
き
た
。

最
後
に
、
小
論
が
残
し
た
問
題
を
奉
げ
て
、
締
め
く
く
り
と
し
よ
う
。
第

一
の
問
題
は
、
南
朝
の
土
大
夫
の
数
斉
構
造
を
考
察
し
な
か
っ
た

の
で
、
そ
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
二
は
小
論
で
は
北
朝
時
代
か
ら
惰
唐
時
代
に
か
け
て
、
士
大
夫
の
皐
問
教
官
月
の
連
績
性
を
探
る
こ
と
を
主
眼

と
し
て
い
た
の
で
、
則
天
武
后
期
以
来
科
挙
の
進
士
科
を
通
し
て
政
界
に
進
出
し
た
と
さ
れ
る
新
興
階
層
を
醤
来
の
土
大
夫
と
区
別
し
て
、
そ
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れ
が
皐
間
数
官
月
を
受
け
る
具
鐙
相
を
考
察
し
な
か
っ
た
。
第
三
は
、
北
貌
以
来
、
政
権
に
参
加
し
た
鮮
卑
人
が
漢
文
化
を
受
容
し
(
漢
化
)
、
士

大
夫
へ
と
轄
身
し
て
い
く
過
程
・
構
造
に
つ
い
て
は
、
全
く
検
討
し
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
他
日
、
稿
を
新
た
に
し
て
検
討
を
加
え
た
い
。
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註(

1

)

①
森
三
樹
三
郎
『
六
朝
土
大
夫
の
精
神
』

年
)
九
頁
、
二
|
一
一
一
百
円
。

②
谷
川
道
雄
『
中
圏
中
世
祉
舎
と
共
同
盟
』

(
図
書
刊
行
曾
、
一
九

七
六
年
〉
二
九
七
|
二
九
八
頁
。
森
・
谷
川
南
氏
は
、
六
朝
士
大
夫
の

要
件
が
摩
聞
を
身
に
附
け
て
い
る
こ
と
と
、
述
べ
て
い
る
。

③
字
都
宮
清
吉
『
中
園
古
代
中
世
史
研
究
』
(
創
文
社
、
一
九
七
七

年
)
六
四
八
|
六
四
九
頁
、
六
五
六
頁
。

字
都
宮
氏
は
、
唐
代
の
士
大
夫
が
文
化
の
指
導
者

・
創
造
者
で
あ

り
、
士
大
夫
に
と
り
家
門
の
祉
曾
的
地
位
と
財
富
と
数
養
の
三
つ
が
密

接
な
関
係
の
あ
る
生
活
観
念
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

④
今
堀
誠
二
「
唐
代
士
族
の
性
格
素
描
」
付
口
(
『
歴
史
皐
研
究
』

九
|
一
一
、
一
九
三
九
年
)
。

『陪
書
』
M

叩
李
雄
停
、

「
家
世
並
以
皐
業
自
遇
。
雄
濁
習
騎
射
。
其
兄
子
旦
議
之
目
。

『棄
文
向
武
、
非
士
大
夫
之
素
業
。
』
雄
答
目
。
『
総
覧
自
右
誠

臣
賞
仕
、
文
武
不
備
。
而
能
済
其
功
業
者
鮮
笑
。
雄
難
不
敏
、
頗

槻
前
志
、
但
不
守
章
句
耳
。
統
文
且
武
、
兄
何
病
葉
』
子
旦
無
以

態
之
。
」

右
の
記
事
は
、
六
朝
時
代
の
士
大
夫
の
要
件
が
皐
問
で
あ
っ
た
こ
と
を

俸
え
る
。

(

2

)

陳
寅
恰
『
陥
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』
ハ
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

二
年
)
一
七
頁
、
二
一
頁
、
向
上
『
唐
代
政
治
史
述
論
稿
』
(
上
海
古

籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
〉
七
二
|
七
三
頁。

(

3

)

皐
校
が
衰
退
し
た
こ
と
は
、
以
下
の
箇
所
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

(
同
朋
合
、

一
九
八
六

多
賀
秋
五
郎
『
唐
代
数
育
史
の
研
究
1

日
本
祭
校
数
育
の
源
流
1

』

(
不
味
堂
、
一
九
五
三
年
)
一
六
八
|
一
八
五
頁
、
二
五

O
l一一六一二

頁
、
三
二
四

l
三
二
七
頁。

(
4
)
王
仲
坐
『
北
周
六
典
』
(
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
〉
。

(
5
〉
註
ハ
1
)
③
品昔
、
六
五
三
|
六
五
四
頁。

氏
は
唐
代
士
大
夫
の
財
産
と
し
て
、
土
地

・
礁
建

・
庖
舗
等
の
不
動

産
、
奴
稗
・
荘
客
の
努
働
力
と
と
も
に
、
書
籍
を
翠
げ
て
い
る
。
特
に

書
籍
を
、

士
大
夫
に
と
り
数
養
を
輿
え
精
神
生
活
を
堕
富
に
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
士
大
夫
の
家
の
本
質
的
使
命
で
あ
る
官
人
と
な
っ
て
位
に

お
り
、
人
民
を
数
養
す
る
と
い
う
任
務
遂
行
の
た
め
に
必
要
不
可
紋
の

も
の
で
、
本
質
的
な
財
産
と
強
調
し
て
い
る
。

(
6
〉

註
(

1

)

白
あ
⑤
@
、

(
2
〉、
(

3

)

の
論
著
は
、
い
ず
れ
も
が
か
か
る

黙
を
考
察
し
て
い
な
い
。

(
7
〉
吉
川
忠
夫

『
六
朝
精
紳
史
研
究
』
(
同
朋
合
、

一
九
八
四
年
)
一
一
七

七
頁
。

(

8

)

向
逮

『唐
代
長
安
奥
西
域
文
明
』
(
生
活

・
読
書

・
新
知
三
聯
書

庖
、
一
九
五
七
年
〉
八
五
|
八
六
頁
。

(
9
〉
高
世
論
『
唐
代
婦
女
』
(
一
-
一
秦
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)
一
一
一
一
八
|

一
四
二
頁
。

多
賀
秩
五
郎
氏
も

『唐
代
数
宮
月
史
の
研
究
』
に
お
い
て
、
女
性
に
射

す
る
数
賓
と
女
性
に
よ
る
子
女
数
育
に
つ
い
て
刷
削
れ
て
い
る
が
、
士
大

夫
の
家
が
皐
聞
を
俸
え
て
い
く
上
で
、
貢
献
し
た
か
否
か
、
と
い
う
観

勃
か
ら
は
、
十
分
論
じ
て
い
な
い
。
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THE PROBLEM OF EDUCATION ＦＯＲ‘THESHIDAFU

　

士大夫INTHE AGES OF NORTHERN DYNASTIES,

　　　　　　　　　　　

SUI AND TANG

OSABE Yoshihiro

' The theme of this articleis how the children of the shidafu were

educated in the ages of Northern Dynasties, Sui and Tang.

　　

National schools whose function were sometimes suspended, and private

ones, were not the only places they depended upon for the education of

their children.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　

But it was rather their home which played the central role for this

purpose - not only their kin but their matrimonial relatives as well,

sometimes contributed to the practice.There were also cases where women

who had received education at their own home devoted themselves to

education in the families they married into.

　　

It can thus be concluded that without solidarity among the kin and

とooperation from the matrimonial relatives,the shidafu could not have

handed down scholarly knowledge to their descendents.

IMPERIAL CONSORT IN THE MIDDLE OF

　　

MING ：ZHANGSHI 張氏BROTHERS

Sato Fumitoshi

　　

From the point of view of the position within the regime, the imperial

consort of Ming didn't play an important role so much. But the disting-

uished Imperial relatives(xunqi勣戚), eunuchs and imperial families etc.,

which ought tolive on an annual allowance primarily, were parasiticon the

production of goods and the monetary economy, which developed especially

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


